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前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（下）

＊ 琉球大学教育学部社会科教育専修所属

は
じ
め
に 

　

「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」（
国
宝
「
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
」
第

二
三
号
文
書
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
蔵
）
は
、
琉
球
王
朝
末
期
に
お
け
る
廟
議
に

関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
府
内
の
僉
議
の
記
録
そ
の
も
の

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
学
問
的
な
議
論
の
た
め
で
は
な
く
、
国
家
的
祭
祀
に
関
わ
る

政
治
的
な
決
断
を
促
す
た
め
の
資
料
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
尚
灝
（
一
七
八
七
～

一
八
三
四
年
）
が
甥
の
幼
君
尚
成
王
（
享
年
四
歳
）
か
ら
中
山
の
王
統
を
継
承
し
た

こ
と
に
よ
り
、
王
家
内
の
女
性
の
意
思
も
絡
み
合
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
神
主

配
置
が
困
難
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、「
情
理
」
に
叶
う
適
切
な
法
式
が

模
索
さ
れ
、
中
国
の
法
式
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
原
則
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
王
代
を
も
っ
て
一
世
と
す
る
の
で
は
な
く
、
世
代
を
も
っ

て
一
世
と
す
る
昭
穆
の
原
理
が
太
廟
と
寝
廟
に
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
１
）

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
で
も
父
子
関
係
を
律
す
る
孝
に
加
え
て
君
臣
関
係
の
忠
も

ま
た
倫
理
的
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
即
位
の
序
列
を
明
確
に
す
る
神
主

配
置
を
主
張
す
る
論
者
が
お
り
、
そ
の
実
践
が
琉
球
で
も
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
根
拠

と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
で
あ
り
、
前
稿
で
先
に
示
し
た
「
兄
弟
同

昭
穆
論
」
を
受
け
て
読
解
し

（
２
）

、
双
方
に
ど
の
よ
う
な
論
理
の
違
い
が
あ
る
の
か
解
明

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
中
国
に
お
け
る
廟
議
の
観
点
か
ら
、

そ
の
礼
学
的
背
景
か
ら
の
理
解
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
琉
球

の
太
廟
祭
壇
に
お
け
る
神
主
配
置
に
関
す
る
附
図
の
趣
旨
を
分
析
し
、「
御

廟
之
図
」
で
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
意
図
に
関
し
考
察

を
試
み
る
。

　

本
稿
で
は
、「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」（
以
下
、「
御
廟
之
図
」

な
い
し
本
資
料
と
略
す
）
の
後
半
部
分
、
す
な
わ
ち
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
と

論
者
の
文
お
よ
び
釈
解
、
そ
し
て
琉
球
廟
制
に
関
す
る
無
題
の
図
五
点
を
示

す
。
そ
の
上
で
「
御
廟
之
図
」
が
い
か
な
る
意
図
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
の
か

検
討
し
、
そ
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
琉
球
に

お
け
る
宗
廟
制
度
の
展
開
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か

探
求
す
る
上
で
前
提
と
な
る
知
見
や
論
点
を
整
理
し
た
い
。

　

な
お
、
中
国
歴
代
の
廟
議
に
お
け
る
周
や
殷
に
関
す
る
王
位
継
承
観
念
に

つ
い
て
は
、
前
近
代
の
人
々
が
立
脚
し
て
い
た
前
提
を
そ
の
言
説
か
ら
理
解

す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
は
筆
者
に
と
っ

て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
本
研
究
が
十
分
な
水
準
に
達
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
不
断
の
検
証
を
肝
に
銘
ず
る
次
第
で
あ
る
。

尚
家
文
書
「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
の
研
究
（
下
）
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周
九
廟
之
圖
幷
圓
覺
寺
御
廟
之
圖
（
続
）

【
兄
弟
異
昭
穆
論
】

從
『
皇
清
經
世
文
編
』
抄
出　

張　
　
　

天
下
有
大
倫
五
君
臣
父
子
居
其
二
有
父
子
然
後
有
君
臣
父
子
之
名
雖
天
子
不
得
而
奪

之
所
以
明
親
也
天
子
諸
侯
臣
諸
父
昆
弟
兄
弟
不
得
以
戚
属
通
所
以
明
尊
也
春
秋
（
①

書
仲
嬰
齊
卒
公
羊
氏
曰
爲
兄
後
也
何
氏
曰
弟
無
後
兄
之
義
爲
亂
昭
穆
之
序
失
父
子
之

親
故
不
言
仲
孫
明
不
與
子
爲
父
孫
也
此
父
子
之
義
也
）
大
事
於
大
廟
躋
僖
公
左
氏
曰

子
雖
齊
聖
不
先
父
食
公
羊
氏
曰
先
禰
後
祖
是
故
以
父
子
定
之
大
夫
士
不
得
後
以
弟
也

後
天
子
諸
侯
則
有
之
矣
然
亦
不
當
以
父
子
稱
也
以
君
臣
定
之
則
凡
以
弟
後
兄
以
兄
後

弟
其
義
犹
父
子
也
犹
父
子
則
異
昭
穆
所
以
明
統
也
（
②
魯
語
（
傳
）
將
躋
僖
公
宗
有

司
曰
非
昭
穆
也
弗
忌
曰
明
者
爲
昭
其
次
爲
穆
何
常
之
有
邢
氏
引
之
曰
位
次
之
逆
如
昭

穆
之
亂
假
昭
穆
以
言
之
非
謂
異
昭
穆
也
此
曲
解
春
秋
書
桓
僖
災
是
隱
桓
閔
僖
皆
異
廟

則
異
昭
穆
然
則
宗
有
司
云
非
昭
穆
何
也
曰
閔
僖
宜
昭
穆
也
僖
昭
而
閔
穆
則
非
昭
穆
也

犹
穀
梁
氏
云
逆
祀
則
是
無
昭
穆
也
曰

（
衍
字
）邢

氏
）
曰

（
謂
）

兄
弟
異
昭
穆
設
兄
弟
四
人
爲
君
則
祖

父
之
廟
即
已
從
毀
知
其
理
必
不
然
（
③
又
春
秋
傳
陳
無
宇
獻
莱
宮

（
衍
字
）宗

器
于
襄
宮
當
齊

靈
公
世
襄
至
靈
蓋
九
君
矣
其
間
兄
弟
相
代
者
襄
桓
也
孝
昭
懿
惠
也
若
皆
異
昭
穆
則
襄

宮
之
毀
久
矣
其
存
焉
何
也
）
祭
法
官
師
一
廟
王
考
無
廟
而
祭
之
家
語
士
一
廟
王
考
無

廟
合
而
享
嘗
乃
止
夫
祖
父
可
共
廟
祭
一
廟
者
尚
祭
及
祖
而
謂
兄
弟
異
昭
穆
遂
上
祧
未

當
祧
之
祖
是
爲
天
子
諸
侯
之
祖
乃
或
不
幸
而
不
得
下
及
於
士
也
豈
情
也
耶
曰
此
無
慮

也
子
孫
昭
穆
増
於
下
而
祖
考
之
親
未
盡
於
上
則
自
待
親
盡
而
毀
（
④
春
秋
廟
制
之
失

當
毀
而
不
毀
者
有
矣
若
齊
之
襄
宮
則
固
親
未
盡
也
）
曰
然
則
七
廟
五
廟
之
制
可
踰
耶

曰
是
亦
安
得
拘
也
周
於
七
廟
之
外
廟
姜
嫄
魯
於
五
廟
之
外
廟
文
王
周
之
平
宮
以
東
遷

祖
不
毀
晉
之
武
宮
以
奪
宗
不
毀
文
宮
以
覇
不
毀
況
兄
弟
相
代
亦
事
之
變
者
而
安
得
以

廟
數
拘
之
是
故
兄
弟
之
相
代
也
異
昭
穆
祖
廟
之
毀
也
待
親
盡
此
雖
經
無
明
文
可
以
義

斷
者
也
然
則
兄
弟
固
必
不
□

（
可
）

同
昭
穆
耶
曰
是
有
所
不
通
也
後
天
子
諸
侯
者
□

（
非
）

特
兄
若

弟
也
有
諸
父
者
矣
諸
父
亦
臣
也
使
以
諸
父
入
繼
而
亦
兄
弟
同
昭
穆
則
是
躋
所
繼
者
而

先
之
是
亦
逆
祀
也
已
欲
無
逆
祀
非
以
相
繼
之
序
爲
昭
穆
無
由
也
夫
諸
父
必
爲
昭
穆
而

後
繼
統
之
序
順
而
兄
弟
顧
不
當
異
昭
穆
乎
哉

〔
戚
属
、
親
戚
也
〕

〔
先
禰
後
祖
、
言
以
禰
爲
先
以
祖
爲
後
尊
卑
倒
置
〕

〔
官
師
、
士
之
爲
宦
者
〕

〔
王
考
、
祖
也
〕

〔
祖
宗
皆
在
己
身
之
上
、
故
曰
上
祧
〕

〔
無
慮
、
不
用
憂
慮
〕

〔
平
宮
、
平
王
之
宮
東
遷
有
功
〕

〔
武
宮
、
武
公
之
宮
奪
其
同
宗
桓
叔
之
國
〕

〔
文
宮
、
文
公
之
宮
以
覇
諸
侯
有
功
〕

〔
非
、
□
不
也
〕

〔
各
爲
一
世
、
言
各
宜
分
爲
一
世
如
兄
昭
弟
穆
也
〕

此
從
朱
子
之
說
朱
子
孝
宗
祔
廟
時
祧
廟
議
状
云
先
儒
之
說
兄
弟
傳
國
者
以
其
嘗
爲
君

臣
便
同
父
子
各
爲
一
世
云
云
而
祧
廟
之
制
不
詳
觀
後
又
有
欽
宗
高
宗
當
爲
一
世
而
同

祧
一
疏
則
親
未
盡
者
廟
必
不
毀
可
知
矣
此
論
與
蔡
氏
意
異
而
親
廟
之
不
毀
則
同
第
後

世
既
同
堂
異
室

貴
國
又
同
廟
而
無
古
人
一
世
各
爲
一
廟
之
規
則
雖
欲
不
從
此
言
不
可
得
也

「
兄
弟
異
昭
穆
論
」

『
皇
清
経
世
文
編
』
従
り
抄
出
す
。

張　
　
　

天
下
に
大
倫
五
有
り

（
一
）

。
君
臣
父
子
は
其
の
二
に
居
る
。
父
子
有
り
、
然
う
し
て
後
に

君
臣
有
り
。
父
子
の
名
、
天
子
た
り
と
雖
ど
も
て
之
を
得
て
奪
わ
ず
、
以
て
親
を
明
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ら
か
に
す
る
所
な
り
。
天
子
諸
侯
は
、
諸
父
昆
弟
兄
弟
を
臣
と
し
、
戚
属
を
以
て
通

ず
る
を
得
ず
、以
て
尊
を
明
ら
か
に
す
る
所
な
り
。『
春
秋
』
に
、（
①
「
仲
嬰
斉
卒
ス
」

と
書
す

（
二
）

。
公
羊
氏
曰
く
「
兄
ガ
後の

ち

ト
為
レ
バ
ナ
リ
」
と

（
三
）

。
何
氏
曰
く
「
弟
に
兄
に
後の

ち

た
る
の
義
無
く
昭
穆
の
序
を
乱
し
父
子
の
親
を
失
う
を
為
す
故
に
仲
孫
と
言
わ
ざ
る

は
、子
の
父
が
孫
と
為
る
を
与
さ
ざ
る
は
明
ら
か
な
り
。
此
れ
父
子
の
義
な
り
」と

（
四
）

。）

「
大
廟
ニ
於
ヒ
テ
大
事
ア
リ
僖
公
ヲ
躋
ス

（
五
）

」
と
あ
り
、
左
氏
曰
く
「
子
ハ
斉
聖
タ
リ

ト
雖
ド
モ
父
ヲ
リ
先
ニ
食
サ
ズ

（
六
）

」
と
。
公
羊
氏
曰
く
「
禰
ヲ
先
ト
シ
祖
ヲ
後
ト
ス

（
七
）

」

と
。
是
れ
が
故
に
父
子
を
以
て
之
を
定
む
、
大
夫
士
後
を
得
ざ
れ
ば
、
弟
を
以
て
後

と
す
な
り
、
天
子
諸
侯
な
れ
ば
則
ち
之
有
り
。
然
る
に
亦
た
当
に
父
子
を
以
て
称
す

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
君
臣
を
以
て
之
を
定
む
れ
ば
、
則
ち
凡
そ
弟
を
以
て
兄
を
後の

ち

と

し
、
兄
を
以
て
弟
を
後
と
す
る
は
、
其
の
義
、
猶
お
父
子
が
ご
と
き
な
り
。
父
子
が

猶
き
な
れ
ば
則
ち
昭
穆
を
異
に
す
、
以
て
統
を
明
ら
か
に
す
る
所
な
り
。（
②
魯
語

に
伝
く「
将
に
僖
公
を
躋の

ぼ

さ
ん
と
す
る
に
、宗
の
有
司
曰
く
昭
穆
に
非
ざ
る
な
り
、と
。

弗
忌
曰
く
明
者
昭
為
れ
ば
其
の
次
は
穆
為
り
。
何
ぞ
之
を
常
と
す
る
か

（
八
）

」
と
。
邢
氏

之
を
引
く
こ
と
有
り
て
曰
く
「
位
次
の
逆
、
昭
穆
の
乱
れ
の
如
し
。
昭
穆
に
仮
り
以

て
之
を
言
う
。
昭
穆
を
異
に
す
る
と
謂
う
に
非
ず

（
九
）

」
と
。
此
れ
曲
解
な
り
。
春
秋
に

書
す
「
桓
・
僖
災
ア
リ
」
が
是
な　（

一
〇
）

り
。
隠
・
桓
・
閔
・
僖
は
皆
な
廟
を
異
に
す
れ
ば
、

則
ち
昭
穆
を
異
に
す
。
然
ら
ば
則
ち
宗
の
有
司
云
く
「
昭
穆
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
」
と
は

何
ぞ

（
一
一
）や

。
曰
く
「
閔
・
僖
は
昭
穆
を
宜
し
く
す
な
り
、
僖
は
昭
な
れ
ば
而
ち
閔
は
穆
、

則
ち
昭
穆
に
非
ざ
る
な
り

（
一
二
）」

と
。
猶
ほ
穀
梁
氏
の
「
逆
祀
」
と
云
う
が
ご
と
き
は
、

則
ち
是
れ
昭
穆
を
無
す
と
す
る
な
り

（
一
三
）。
邢
氏
）
曰
く
「
兄
弟
昭
穆
を
異
に
す
れ
ば
、

設も

し
兄
弟
四
人
君
為
れ
ば
、
則
ち
祖
父
の
廟
即
ち
に
已
に
毀
つ
に
従
う
は
、
其
の
理

必
ず
然
ら
ざ
る
を
知
る

（
一
四
）」

と
。（
③
又
た
春
秋
伝
に
「
陳
無
宇
、
莱
ノ
宗
器
ヲ
襄
宮

ニ
献
ズ
」
と
あ
り

（
一
五
）。

斉
の
靈
公
が
世
に
当
り
、
襄
よ
り
霊
に
至
る
こ
と
蓋
し
九
君
な

り
。
其
の
間
、
兄
弟
相
い
代
る
者
は
襄
・
桓
な
り
、
孝
・
昭
・
懿
・
惠
な
り

（
一
六
）、

若
し

皆
な
昭
穆
を
異
に
す
れ
ば
則
ち
襄
宮
の
毀
つ
こ
と
久
し
。
其
れ
焉
に
存
る
こ
と
何
ぞ

や
）
祭
法
が
官
師
一
廟
に
「
王
考
に
廟
無
く
而
う
し
て
之
を
祭
る

（
一
七
）」

と
あ
り
。
家
語

に
「
士
は
一
廟
、
王
考
に
廟
無
く
合
せ
て
享
嘗
し
乃
ち
止
む

（
一
八
）」

と
あ
り
。
夫
れ
祖
父

は
廟
を
共
に
す
可
く
一
廟
に
祭
る
者
は
、
尚
お
祭
は
祖
に
及
ぶ
、
而
う
し
て
兄
弟
昭

穆
を
異
に
す
と
謂
う
は
、
遂
に
上
に
未
だ
当
に
祧
す
べ
か
ら
ざ
る
の
祖
を
祧
し
是
れ

天
子
諸
侯
の
祖
為
れ
ば
、
乃
ち
或
い
は
不
幸
に
し
て
而
ち
下
に
士
に
及
ば
ざ
る
を
得

ざ
る
な
り
、
豈
に
情
な
る
か
な
。
曰
く
此
れ
慮
る
こ
と
無
き
な
り
、
と
。
子
孫
の
昭

穆
下
に
増
し
、
而
う
し
て
祖
考
の
親シ

ン

未
だ
上
に
尽
き
ざ
れ
ば
、
則
ち
自
ら
親
尽
く
る

を
待
ち
て
而
ち
毀
つ
。（
④
春
秋
廟
制
の
失
、当
に
毀
つ
べ
く
し
て
毀
た
ざ
る
者
有
り
。

斉
の
襄
宮
が
若
き
は
則
ち
固
よ
り
親
未
だ
尽
き
ざ
る
な
り

（
一
九
））

曰
く
、
然
ら
ば
則
ち
七

廟
五
廟
の
制
踰
ゆ
可
き
か
。
曰
く
是
れ
亦
た
安
ん
ぞ
拘と

ら

わ
る
る
を
得
ん
や
。
周
は
七

廟
の
外
に
姜
嫄
を
廟　（

二
〇
）

し
、
魯
は
五
廟
の
外
に
文
王
を
廟　（

二
一
）

し
、
周
の
平
宮
は
東
遷
の
祖

た
る
を
以
て
毀
た　（

二
二
）

ず
、
晋
の
武
宮
は
宗
を
奪
う
を
以
て
毀
た　（

二
三
）

ず
、
文
宮
は
覇
た
る
を

以
て
毀
た
ざ
り　（

二
四
）

き
。
況
ん
や
兄
弟
相
い
代
る
も
亦
た
事
の
変
者
に
し
て
安
ん
ぞ
廟
の

数
を
以
て
之
に
拘
る
を
得
ん
や
。
是
れ
が
故
に
兄
弟
の
相
い
代
る
や
、
昭
穆
を
異
に

す
。
祖
廟
の
毀
つ
や
、
親
尽
く
る
を
待
つ
。
此
れ
経
に
明
文
無
し
と
雖
ど
も
、
義
を

以
て
断
ず
可
き
者
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
兄
弟
固
よ
り
必
ず
昭
穆
を
同
じ
く
す
可
か
ら

ざ
る
か
、
曰
く
是
れ
通
ら
ざ
る
所
有
る
な
り
。
天
子
諸
侯
に
後
る
者
は
、
特
だ
兄
若

い
は
弟
た
る
に
非
ず
、
諸
父
有
る
者
な
り
。
諸
父
も
亦
た
臣
な
り
。
諸
父
を
し
て
入

継
せ
し
む
る
を
以
て
而
う
し
て
亦
た
兄
弟
昭
穆
を
同
じ
く
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
継
ぐ

所
の
者
を
躋
し
而
う
し
て
之
を
先
に
す
る
は
是
れ
亦
た
逆
祀
な
り
。
已
に
逆
祀
を
無

か
ら
ん
と
欲
し
、相
い
継
ぐ
る
の
序
を
以
て
昭
穆
と
為
す
に
非
ざ
る
は
由
無
き
な
り
。

夫
れ
諸
父
必
ず
昭
穆
為
り
、
而
う
し
て
後
に
統
を
継
ぐ
る
の
序
順
い
て
而
ち
兄
弟
顧

つ
て
昭
穆
を
異
に
す
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。

〔
戚
属
、
親
戚
な
り
〕

〔 

先
禰
後
祖
、
禰デ

イ

（
亡
父
）
を
以
て
先
と
為
し
、
祖
を
以
て
後
と
為
し
、
尊
卑
倒
置

す
る
を
言
う
〕
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〔
官
師
、
士
の
宦

つ
か
さ

為
る
者
な
り
〕

〔
王
考
、
祖
（
祖
父
）
な
り
〕

〔
祖
宗
は
皆
な
己
が
身
の
上
に
在
り
、
故
に
上
祧
と
曰
う
〕

〔
無
慮
、
憂
慮
を
用
い
ず
〕

〔
平
宮
、
平
王
の
宮
、
東
遷
し
功
有
り
〕

〔
武
宮
、
武
公
の
宮
、
其
の
同
宗
桓
叔
の
国
を
奪
う
〕

〔
文
宮
、
文
公
の
宮
、
諸
侯
に
覇
た
る
を
以
て
功
有
り
〕

〔
非
、
□
不
な
り
〕

〔 

各
爲
一
世
、
各

お
の
お
の宜

し
く
分
ち
て
爲
一
世
と
為
す
べ
き
を
言
う
、
兄
昭
な
れ
ば
弟
は

穆
が
如
き
な
り
〕

此
れ
朱
子
の
説
に
従
う
。
朱
子
、
孝
宗
が
廟
に
祔
せ
し
時
、
祧
廟
議
状
に
云
く
、
先

儒
の
説
、
兄
弟
に
し
て
国
を
伝
う
る
者
は
其
の
嘗
て
君
臣
為
れ
ば
便
ち
父
子
と
同
じ

な
る
を
以
て
、
各

お
の
お
の一

世
と
為
す
と
云し

か

云
う
。
而
れ
ど
も
祧
廟
の
制
詳
ら
か
な
ら
ず
、

後
を
観
る
に
又
た
欽
宗
・
高
宗
は
当
に
一
世
と
為
し
て
而
ち
同
に
祧う

つ

す
べ
き
の
一
疏

有
れ
ば
、則
ち
親
未
だ
尽
き
ざ
る
者
は
廟
も
必
ず
毀
た
ざ
る
は
知
る
可
し
。
此
の
論
、

蔡
氏
の
意
と
異
な
る
、
而
れ
ど
も
親
廟
の
毀
た
ざ
れ
ば
則
ち
同
じ
、
第
だ
後
世
既
に

同
堂
異
室
な
れ
ば
な
り
。

貴
国
も
又
た
廟
を
同
く
し
而
れ
ど
も
古
人
一
世
各

お
の
お
の一

廟
を
為
す
の
規
則
無
け
れ
ば
、

此
の
言
に
従
わ
ざ
ら
ん
と
欲
せ
ざ
る
と
雖
ど
も
得
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

（
一
）
五
倫
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
父
子
（
親
）、
君
臣
（
義
）、
夫
婦
（
別
）、

兄
弟
（
序
）、
朋
友
（
信
）
で
あ
る
。
五
教
と
同
じ
。
そ
の
根
源
に
「
親
」
が

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
諸
橋
轍
次
「
名
教
に
就
い
て
」（
初
出
『
経
史
論
考
』

一
九
四
四
年
。『
諸
橋
轍
次
著
作
集
』
巻
四
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
）

を
参
照
。

（
二
）『
春
秋
』
成
公
十
有
五
年
、
経
「
三
月
乙
巳
、
仲
嬰
斉
卒
」。

（
三
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
八
、
公
羊
伝
「
仲
嬰
斉
者
何
、
公

孫
嬰
齊
也
、
公
孫
嬰
齊
則
曷
為
謂
之
仲
嬰
斉
、
為
兄
後
也
、
為
兄
後
則
曷
為
謂

之
仲
嬰
斉
、
為
人
後
者
為
之
子
也
、
為
人
後
者
為
其
子
則
其
称
仲
、
何
孫
以
王

父
字
為
氏
也
、然
則
嬰
斉
執
後
帰
父
也
、帰
父
使
于
晋
而
未
反
、何
以
後
之
」「
魯

人
徐
傷
帰
父
之
無
後
也
、
於
是
使
嬰
斉
後
之
也
」。

（
四
）『
春
秋
』
宣
公
八
年
夏
六
月
。
十
三
経
注
疏
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
五
、

公
羊
伝
「
辛
巳
有
事
于
太
廟
、
仲
遂
卒
于
垂
、
仲
遂
者
何
、
公
子
遂
也
、
何
以

不
称
公
子
、
貶
曷
為
貶
」。
疏
「
注
云
、
弟
無
後
兄
之
義
、
為
亂
昭
穆
之
序
、

失
父
子
之
親
、
故
不
言
仲
孫
、
明
不
與
子
為
父
為
父
孫
是
也
」。

（
五
）『
春
秋
』
文
公
二
年
、
経
「
秋
八
月
丁
卯
、
大
事
于
大
廟
、
躋
僖
公
、
逆
祀
也
」。

（
六
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
一
八
、
左
氏
伝
「
礼
無
不
順
祀
国
之
之

大
事
也
、
而
逆
之
可
謂
礼
乎
、
子
雖
斉
聖
不
先
父
食
久
矣
、
故
禹
不
先
鯀
、
湯

不
先
契
」。

（
七
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
三
、
公
羊
伝
「
躋
者
何
升
也
、
何

言
乎
升
僖
公
、
譏
何
譏
爾
逆
祀
也
、
其
逆
祀
奈
何
先
禰
而
後
祖
也
」。

（
八
）『
国
語
』
魯
語
上
、「
蒸
、
将
躋
僖
公
。
宗
有
司
曰
非
昭
穆
也
。
曰
我
為
宗
伯
、

明
者
為
昭
、
其
次
為
穆
、
何
常
之
有
」。

（
九
）『
論
語
』
八
佾
、「
子
曰
禘
自
既
灌
而
往
者
吾
不
欲
観
之
矣
」。
十
三
経
注
疏
『
論

語
注
疏
』
巻
三
、
邢
昺
疏
「
位
次
之
逆
如
昭
穆
之
亂
假
昭
穆
以
言
之
非
謂
異
昭

穆
也
。
若
兄
弟
相
代
即
異
昭
穆
、
設
今
兄
弟
四
人
皆
立
為
君
、
則
祖
父
之
廟
即

已
従
毀
、
知
其
理
必
不
然
。
故
先
儒
無
作
此
説
、
以
此
逆
祀
失
礼
。
故
孔
子
不

欲
観
之
也
」。

（
一
〇
）『
春
秋
』
哀
公
三
年
、
経
「
五
月
辛
卯
、
桓
宮
僖
宮
災
」。

（
一
一
）『
春
秋
』
文
公
二
年
、
経
「
秋
八
月
丁
卯
、
大
事
于
大
廟
、
躋
僖
公
」。

十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
一
八
、
左
氏
伝
「
逆
祀
也
」。
疏
「
宗
有

司
曰
非
昭
穆
也
」。（
八
）
も
参
照
。

（
一
二
）『
礼
記
』
礼
器
、「
臧
文
仲
安
知
礼
、夏
父
弗
綦
逆
祀
而
弗
止
也
、燔
柴
於
奥
、
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夫
奥
者
、
老
婦
之
祭
也
、
盛
於
盆
、
尊
於
瓶
」。
疏
「
何
休
云
、
近
取
法
春
秋
、

惠
公
与
荘
公
当
同
南
面
西
上
、
隠
桓
与
閔
僖
亦
当
同
北
面
西
上
、
閔
僖
為
兄
弟
、

以
継
代
言
之
、
有
父
子
君
臣
之
道
、
此
恩
義
逆
順
、
故
云
先
禰
後
祖
、
此
公
羊

之
義
也
」（
十
三
経
注
疏
『
礼
記
正
義
』
巻
二
三
）。

（
一
三
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
穀
梁
伝
注
疏
』
巻
一
〇
、
穀
梁
伝
「
躋
升
也
、
先
親

而
後
祖
也
、
逆
祀
也
、
逆
祀
則
是
無
昭
穆
也
、
無
昭
穆
則
是
無
祖
也
、
無
祖
則

無
天
也
、
故
曰
文
無
天
、
無
天
者
是
無
天
而
行
也
、
君
子
不
以
親
親
害
尊
尊
、

此
春
秋
之
義
也
」。

（
一
四
）『
論
語
』
八
佾
、「
子
曰
禘
自
既
灌
而
往
者
吾
不
欲
観
之
矣
」
に
お
け
る
邢

昺
の
疏
（
九
）
を
参
照
。

（
一
五
）『
春
秋
』
襄
公
六
年
「
十
有
二
月
、
斉
侯
滅
萊
」。
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左

伝
正
義
』
巻
三
〇
、左
氏
伝
「
四
月
、陳
無
宇
献
萊
宗
器
于
襄
宮
」。
杜
預
注
「
無

宇
、
桓
子
。
陳
完
玄
孫
。
襄
宮
、
斉
襄
公
廟
」。

（
一
六
）『
史
記
』
斉
太
公
世
家
に
よ
る
と
、
第
一
四
代
襄
公
か
ら
第
二
四
代
霊
公

ま
で
一
一
代
四
世
な
の
で
、
第
一
五
代
無
知
（
襄
公
の
従
兄
弟
）
と
第
二
〇
代

舎
（
昭
公
の
子
）
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
七
）『
礼
記
』
祭
法
、「
官
師
一
廟
、
曰
考
廟
。
王
考
無
廟
而
祭
之
。
去
王
考
為

鬼
。
庶
士
庶
人
無
廟
、
死
曰
鬼
」。

（
一
八
）『
孔
子
家
語
』
巻
八
、
廟
制
第
三
四
、「
士
立
一
廟
、
曰
考
廟
。
王
考
無
廟
。

合
而
享
嘗
乃
止
」。『
礼
記
』
王
制
の
「
士
一
廟
、
庶
人
祭
於
寝
」
を
敷
衍
し
た

も
の
。

（
一
九
）
斉
の
襄
公
の
廟
が
霊
公
（
魯
で
は
襄
公
）
の
代
に
も
存
続
し
て
い
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

（
二
〇
）
姜
嫄
は
周
の
太
祖
后
稷
弃
（
棄
）
の
母
、
高
辛
氏
帝
嚳
の
正
后
。
帝
嚳
は

姫
姓
だ
け
の
先
祖
で
は
な
い
の
で
周
の
宗
廟
で
祀
ら
な
い
。
十
三
経
注
疏
『
毛

詩
正
義
』
巻
一
一
、
小
雅
、
鴻
雁
之
什
、
斯
干
、「
似
続
妣
祖
」、
鄭
玄
箋
「
似

読
如
巳
午
之
巳
巳
、
続
妣
祖
者
謂
巳
成
其
宮
廟
也
、
妣
先
妣
姜
嫄
也
、
祖
先
祖

也
」。『
詩
経
』
魯
頌
「
閟
宮
有
侐　

実
実
枚
枚　

赫
赫
姜
嫄　

其
特
不
囘
」
に

つ
い
て
、
鄭
玄
箋
に
「
閟
閉
也
、
先
妣
姜
嫄
之
廟
、
在
周
常
閉
而
無
事
」
と
あ

る
。
十
三
経
注
疏
『
毛
詩
正
義
』
巻
二
〇
、
参
照
。

（
二
一
）
武
王
の
弟
周
公
が
封
建
さ
れ
た
魯
に
は
、
周
公
の
祖
廟
と
は
別
に
文
王
を

祀
る
廟
が
あ
っ
た
。『
春
秋
』
襄
公
十
二
年
、
経
「
秋
、
九
月
、
呉
子
乗
卒
」。

十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
三
一
、
左
氏
伝
「
秋
、
呉
子
寿
夢
卒
、
臨

於
周
廟
、
礼
也
」。
杜
預
注
「
周
廟
、
文
王
廟
也
、
周
公
出
文
王
、
故
魯
立
其
廟
、

呉
始
通
故
曰
礼
」。
左
氏
伝
「
凡
諸
侯
之
喪
、
異
姓
於
外
、
同
姓
於
宗
廟
、
同

宗
於
祖
廟
、
同
族
於
禰
廟
。
是
故
魯
為
諸
姫
臨
於
周
廟
、
為
邢
・
凡
・
蒋
・
茅
・

胙
・
祭
臨
於
周
公
之
廟
」。

（
二
二
）
周
の
平
王
は
西
戎
・
犬
戎
に
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
た
幽
王
の
子
で
東
の
雒
邑

に
遷
り
周
を
再
建
し
た
。
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
五
〇
、
昭
公

二
十
二
年
、
経
「
秋
、
劉
子
・
單
子
以
王
猛
入
于
王
城
」。
左
氏
伝
「
單
子
使

王
子
処
守
于
王
城
、
盟
百
工
于
平
宮
」、
杜
預
注
「
平
宮
平
王
廟
」。

（
二
三
）
武
宮
、晋
の
武
公
称
の
廟
。称
は
曲
沃
に
封
じ
ら
れ
た
桓
叔
の
孫
。桓
叔（
成

師
）
は
晋
文
侯
仇
の
弟
。
称
は
仇
の
玄
孫
晋
侯
緡
を
滅
ぼ
し
、
周
は
称
を
晋
公

と
認
め
た
の
で
、
晋
の
公
統
は
桓
叔
の
家
系
に
移
っ
た
。『
史
記
』
巻
三
九
・

晋
世
家
に
は
、
武
公
六
世
孫
に
あ
た
る
悼
公
が
即
位
後
に
武
宮
に
廟
見
し
た
記

事
が
あ
る
。

（
二
四
）
文
宮
、
晋
の
文
公
重
耳
の
廟
。
重
耳
は
公
子
の
頃
に
諸
国
で
亡
命
生
活
を

送
り
、
即
位
後
は
楚
を
破
り
周
の
襄
王
を
河
陽
に
招
い
て
諸
侯
を
入
朝
さ
せ
た

（『
史
記
』
巻
三
九
、
晋
世
家
）。
晋
頃
公
の
時
期
、
宣
子
（
韓
宣
子
）
は
荀
吳

（
穆
子
）
に
命
じ
て
陸
渾
の
戎
を
滅
ぼ
し
、
俘
虜
を
文
宮
に
献
上
し
た
。
頃
公

は
文
公
七
世
孫
に
あ
た
る
。『
春
秋
』
昭
公
十
七
年
、
経
「
八
月
、
晋
荀
呉
帥

師
滅
陸
渾
之
戎
」。
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
四
八
、左
氏
伝
「（
九
月
）

－ 5 －
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庚
午
、
遂
滅
陸
渾
。
数
之
以
其
貳
於
楚
也
。
陸
渾
子
奔
楚
、
其
衆
奔
甘
鹿
、
周

大
獲
。
宣
子
夢
文
公
攜
荀
吳
、而
授
之
陸
渾
。
故
使
穆
子
帥
師
。
献
俘
于
文
宮
」。

第
一
節
　
兄
弟
異
昭
穆
論

　

こ
の
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
は
孔
継
汾
の
「
論
祔
祭
」
と
「
論
昭
穆
」（
前
稿
仮
題

「
孔
継
汾
の
昭
穆
論
」）
と
と
も
に
一
八
〇
八
年
進
士
の
賀
長
齢
（
輯
）『
皇
朝
経
世

文
編
』
巻
六
七
・
礼
政
一
四
祭
礼
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
清
代
蘇

州
震
沢
鎮
の
出
身
で
あ
る
張
生
洲
（
字
詞
甫
）
の
文
集
『
觀
妙
齊
文
稾
』
か
ら
抜
粋

し
た
と
い
う
程
度
の
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ
こ
か
ら
追
究
し
て
張
生
洲
が
ど
の
よ
う

な
学
者
な
の
か
詳
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
兄
弟
同
昭
穆
論
」
と
同
様

（
３
）

、

典
拠
を
参
照
し
て
「
御
廟
之
図
」
本
文
で
抜
粋
さ
れ
て
い
な
い
部
分
（
①
～
④
）
も

含
め
て
読
解
し
、
内
容
・
主
張
の
差
異
や
換
骨
奪
胎
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
ど

う
か
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
気
づ
い
た
範
囲
で
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
①
に
お
け
る
仲
嬰
齊
と
は
、『
春
秋
』成
公
十
五
年「
三
月
乙
巳
、仲
嬰
齊
卒
ス
」

を
指
し
、
仲
嬰
齊
と
は
公
孫
嬰
齊
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
兄
は
公
孫
帰
父
、
襄
仲
の

子
で
あ
り
、
襄
仲
（
魯
の
荘
公
の
公
子
遂
あ
る
い
は
仲
遂
、
閔
公
・
僖
公
の
異
母
兄

弟
）
は
文
公
の
後
に
宣
公
を
擁
立
し
て
権
勢
を
振
る
っ
た
。
宣
公
の
死
後
、
公
孫
帰

父
は
斉
に
出
奔
し
て
い
た
。
魯
で
は
公
孫
嬰
齊
を
帰
父
の
跡
継
ぎ
と
し
た
の
で
、
公

孫
帰
父
の
〝
子
〟
と
し
て
〝
公
孫
〟
を
省
き
「
王
父
（
祖
父
）
の
字
」
で
あ
る
〝
仲
〟

を
附
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
前
漢
・
何
休
の
『
春
秋
公
羊
伝
解
詁
』
に
お
け
る

解
釈
で
あ
り

（
４
）

、
左
氏
伝
で
は
特
段
言
及
さ
れ
ず
、
穀
梁
伝
で
は
「
弑
君
の
罪
」
が
あ

る
た
め
仲
遂
は
「
公
子
」
と
呼
ば
れ
ず
、そ
の
子
で
あ
る
嬰
齊
も
ま
た
死
後
に
は
「
公

孫
」
と
称
さ
れ
ず
、
帰
父
は
魯
の
公
務
で
国
外
に
出
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
報
い
る

た
め
に
公
孫
の
氏
が
認
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
る

（
５
）

。

　

さ
ら
に
、顧
炎
武
は
、嬰
齊
が
父
の
仲
遂
の
後
を
嗣
い
だ
か
ら
仲
嬰
齊
な
の
で
あ
っ

て
、
生
前
の
国
外
に
お
け
る
帰
父
は
「
子
叔
聲
伯
」
と
呼
ば
れ
て
お
り

（
６
）

、
魯
の
人
々

が
わ
ざ
わ
ざ
嬰
齊
を
帰
父
の
後
に
立
て
る
義
理
は
見
い
だ
せ
な
い
と
指
摘
す
る

（
７
）

。
こ

れ
ら
の
説
が
省
略
さ
れ
て
「
御
廟
之
図
」
本
文
で
は
僖
公
の
記
事
に
直
に
結
び
付
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
左
氏
伝
よ
り
も
公
羊
伝
に
依
拠
し
て
、
兄
弟
の
長
幼
よ
り

も
君
主
と
し
て
の
先
後
関
係
の
序
列
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
専
ら
主
張
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
②
で
は
、
筆
者
の
張
生
洲
が
「
曲
解
」
だ
と
否
定
す
る
北
宋
・
邢け

い

昺へ
い

の
説

が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
廟
之
図
」
本
文
で
は
論
旨
を
簡
明
に
す
る
た
め
か
削

除
さ
れ
て
い
る
。
原
文
後
半
で
は
、
周
や
魯
で
宗
廟
以
外
の
廟
が
存
在
し
た
こ
と
に

言
及
す
る
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
『
春
秋
』
に
散
見
す
る
魯
の
廟
の
あ
り
方
、

つ
ま
り
隠
・
桓
や
閔
・
僖
の
よ
う
に
兄
弟
同
一
世
代
で
あ
り
な
が
ら
、
桓
公
と
僖
公

だ
け
の
廟
だ
け
が
永
く
存
続
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
時
に
廟
を
毀
つ
対
象
と
さ
れ

て
お
ら
ず
、
兄
弟
で
あ
っ
て
も
昭
穆
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
し
て
お
り
、

③
と
④
は
そ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
、
斉
や
魯
の
公
位
継
承
に
つ
い
て
は
、
張
生
洲
と
は
別
の
解
釈
が
可
能

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
従
兄
弟
の
無
知
に
弑
逆
さ
れ
た
襄
公
か
ら
斉
の
公
統
を
継
承

し
た
の
が
、
襄
公
の
弟
の
桓
公
で
あ
り
、
そ
の
玄
孫
が
霊
公
で
あ
る
。
兄
弟
で
個
別

に
廟
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
霊
公
の
在
位
中
に
襄
公
の
廟
が
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
続
柄
か
ら
推
し
て
、
む
し
ろ
襄
公
・
桓
公
お
よ
び
桓
公
の
五
子
五
公
の
昭

穆
が
同
じ
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
だ
ろ
う
。
魯
の
隠
公
は
太
子

で
異
母
弟
の
允
に
殺
さ
れ
公
位
を
奪
わ
れ
た
の
だ
し

（
８
）

、
閔
公
の
後
は
庶
流
の
兄
僖
公

が
嗣
い
だ
の
で
、
隠
公
や
閔
公
が
先
に
祀
ら
れ
な
く
な
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。「
弟
」
と
い
う
名
辞
が
嫡
出
の
同
母
弟
の
み
を
指
し
て
い
た
よ

う
に

（
９
）

、
嫡
庶
の
別
も
ま
た
後
代
よ
り
は
る
か
に
強
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
権

謀
術
数
や
暴
力
が
横
行
し
て
お
り
、
と
う
て
い
取
り
繕
う
こ
と
の
で
き
な
い
有
様
で

あ
っ
た

）
10
（

。

　

こ
う
し
た
晦
渋
な
部
分
に
深
入
り
せ
ず
、「
御
廟
之
図
」
の
論
者
は
、「
兄
弟
同
昭

穆
論
」
よ
り
も
張
生
洲
の
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
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た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
朱
熹
の
説
に
も
合
致
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

朱
熹
は
、
寧
宗
即
位
後
（
一
一
九
四
年
）
の
廟
議
に
て
上
奏
を
行
っ
て
い
る

）
11
（

。
そ

の
際
に
図
示
さ
れ
た
「
本
朝
太
廟
制
」
を
見
る
と
、
南
宋
の
宗
廟
は
東
西
を
夾
室
と

し
て
、
西
第
一
室
に
始
祖
と
し
て
太
祖
・
太
宗
の
高
祖
父
僖
祖
夫
妻
の
神
主
を
安
置

し
、
以
降
昭
穆
の
廟
と
し
て
祭
主
の
祖
父
孝
宗
に
至
る

）
12
（

。
朱
熹
の
提
案
で
は
、
第
二
・

三
室
に
太
祖
・
太
祖
、
第
四
室
に
仁
宗
を
百
世
不
遷
の
主
と
し
て
祀
る
。
第
一
室
が

周
の
太
廟
に
相
当
し
、
第
二
か
ら
第
四
室
ま
で
が
世
室
と
い
う
位
置
づ
け
な
の
で
、

第
五
室
か
ら
第
一
〇
室
ま
で
を
昭
穆
の
廟
に
す
る
と
九
廟
の
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
の

で
あ
る
。
孝
宗
以
降
は
、
各
位
西
側
の
室
へ
と
移
動
し
、
最
後
は
僖
祖
の
隣
（
背
後
）

の
西
夾
室
で
合
祀
さ
れ
る
。各
室
は
昭
穆
が
交
互
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
奉
安
さ
れ
る
神
主
の
昭
穆
に
よ
り
変
化
す
る
。
こ
れ
は
中
原
を
恢
復
し
て
か

ら
の
理
想
的
な
宗
廟
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
同
堂
異
室
の
現
状
を
踏
ま
え

た
案
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
場
合
は
兄
弟
を
同
一
の
昭
穆
と
し
な
い
と
い
う
朱
熹
の
説

は
特
異
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
君
臣
関
係
、
と
り
わ
け
即
位
の
序
列
を
反
映
さ
せ
る
た

め
に
昭
穆
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
周
の
文
王
と
武
王
は
父
子
で
あ
っ
た
が
、

宋
の
太
祖
・
太
宗
は
兄
弟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
同
一
世
代
の
太
祖
・
太
宗
を
そ

れ
ぞ
れ
一
世
と
し
て
別
々
の
世
室
に
配
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
以
下
の
文
は
、
そ
の

主
張
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

兄
弟
に
て
国
を
伝
う
る
者
は
、
其
の
嘗
て
君
臣
為
る
を
以
て
、
便
ち
父
子
と
同

じ
く
し
、
各

お
の
お
の一

世
と
為
す
、
而
ち
天
子
七
廟
、
宗
た
る
者
は
数
中
に
在
ら
ず
、

此
れ
礼
の
正
法
為
り
。
今
日
見
行
の
廟
制
の
若
き
は
、
則
ち
兄
弟
相
い
継
ぎ
し

者
は
共
に
一
世
と
為
し
、
而
う
し
て
太
廟
は
増
し
て
九
世
と
為
し
、
宗
た
る
者

は
又
た
数
中
に
在
り
て
、
皆
な
礼
の
末
失
な
り
。（『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
、

議
状
「
祧
廟
議
状
并
図
」
小
貼
子
）

　

も
ち
ろ
ん
、
哲
宗
・
徽
宗
、
欽
宗
・
高
宗
兄
弟
も
そ
れ
ぞ
れ
昭
穆
が
異
な
り
太
廟

各
室
に
自
分
の
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
り
、
合
祀
さ
れ
た
り
室
を
分
割
し
た
り
す
る

よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
宋
朝
〝
中
興
の
祖
〟
高
宗
も
百
世
不
遷
の
主
と
す
る
考
え
も

図
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
敷
衍
す
る
と
〝
中
原
恢
復
〟
を
実
現
し
た
皇
帝
も
ま
た

世
室
で
祀
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
基
準
を

世
代
と
す
る
に
せ
よ
即
位
の
順
序
と
す
る
に
せ
よ
、
昭
穆
の
神
主
は
い
ず
れ
祧
廟
に

相
当
す
る
西
夾
室
に
隠
れ
る
定
め
で
あ
る
が
、
太
祖
・
太
宗
の
高
祖
父
僖
祖
と
と
も

に
世
室
の
神
主
は
永
久
に
祭
祀
を
受
け
る
。
宋
で
は
、
王
朝
を
確
立
し
た
二
帝
以
降

の
皇
帝
仁
宗
も
対
象
に
し
て
お
り
、
朱
熹
も
ま
た
こ
の
慣
例
を
尊
重
し
て
い
た
。
そ

れ
で
も
、朱
熹
は
僖
祖
を
基
準
と
し
独
自
に
定
め
た
歴
代
皇
帝
の
昭
穆
を
示
す
。「
祧

廟
議
状
并
図
」
に
お
け
る
「
本
朝
太
廟
制
」
を
見
る
と
、
太
祖
の
父
宣
祖
は
昭
な
の

で
太
祖
は
穆
で
あ
る
が
、
太
宗
は
次
ぎ
の
昭
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
祫
の
祭

祀
に
お
け
る
神
主
配
置
（
祫
享
位
次
）
の
案
で
は
、
太
祖
は
父
宣
祖
、
太
宗
は
子
の

真
宗
と
対
面
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
宗
・
哲
宗
、
徽
宗
・
欽
宗
も
ま
た
父
の
後
を

直
に
継
い
だ
子
が
対
面
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図
Ａ
参
照
）。

図Ａ  「祧廟議状并図」一部（嘉靖11年刊『晦庵先生

朱文公文集』巻15、議状より）
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結
局
の
と
こ
ろ
、
朝
廷
に
お
い
て
朱
熹
の
案
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た

）
13
（

。
五
室
し
か

な
い
昭
穆
の
廟
で
兄
弟
が
連
続
し
て
即
位
し
、
各
自
一
世
に
す
る
と
、
高
祖
父
か
ら

亡
父
ま
で
の
四
親
祖
を
祀
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
朱
熹
の
よ
う
に
太
祖
廟
・
文

王
世
室
・
武
王
世
室
と
四
祖
廟
か
ら
な
る
宗
廟
を
周
の
真
の
制
度
だ
と
す
る
と
、
四

室
し
か
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
困
難
を
来
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
、
朱
熹
は
あ
ま
り

憂
慮
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
朱
熹
は
昭
穆
の
乱
れ
を
形
式
的
な
問
題
と
し
て
捉

え
、
そ
れ
よ
り
も
春
秋
時
代
に
顕
在
化
し
た
〝
逆
祀
〟
の
方
を
恐
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

北
宋
で
は
、
三
代
皇
帝
真
宗
に
つ
い
て
伯
父
太
祖
と
の
続
柄
を
ど
の
よ
う
に
示
す

の
か
廟
議
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
兄
弟
同
昭
穆
」
が
主
流
と
な
っ
た
の
も
、
古
い
世
代

を
長
く
祀
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た

）
14
（

。
さ
ら
に
南
宋
の
寧

宗
の
頃
に
は
、
上
奏
に
よ
り
僖
祖
ら
太
祖
・
太
宗
の
四
親
祖
が
別
廟
に
移
さ
れ
、
朱

熹
の
願
い
は
全
く
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朱
熹
の
宗
廟
論
は
、周
の
「
封
建
」

「
井
田
」
制
度
に
寄
せ
る
観
念
よ
り
は
柔
軟
で
あ
っ
て
、
君
主
独
裁
体
制
が
確
立
し

つ
つ
社
会
的
流
動
性
も
高
ま
っ
た
、
宋
代
の
実
情
を
よ
く
自
覚
し
た
も
の
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
・
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
自
負
心
に

満
ち
た
科
挙
官
僚
と
士
大
夫
・
士
人
の
多
く
は
、
宋
太
祖
・
太
宗
兄
弟
の
高
祖
父
を

宋
朝
の
「
始
祖
」
と
し
て
宗
廟
に
お
け
る
不
動
の
祭
祀
対
象
と
み
な
す
こ
と
に
は
反

対
で
あ
っ
て
、
朱
熹
の
主
張
も
彼
ら
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る

）
15
（

。
そ
し
て
、「
御
廟
之
図
」
の
図
で
も
、
尚
温
・
尚
灝
兄
弟
、
尚
成
・
尚
育
従

兄
弟
を
同
じ
昭
穆
と
し
て
お
り
、
即
位
の
順
序
を
も
っ
て
昭
穆
に
す
る
こ
と
ま
で
は

提
起
さ
れ
て
い
な
い
。

【
御
廟
之
図
と
原
議
（
仮
題
）】

原
議
尚
灝
神
主
應
與
尚
温
竝
列
尚
育
神
主
應
與
尚
成
竝
列
而
位
少
退
於
後

按
禮
殤
與
無
後
者
祔
食
於
祖
原
議
以
兄
弟
二
主
竝
列
而
位
少
次
之
是
祔
食
矣
非
禮
也

夫
一
世
各
爲
一
廟
禮
之
所
以
尊
祖
而
敬
宗
也
古
人
論
兄
弟
同
昭
穆
必
毀
其
兄
廟
而
爲

二
室
兄
居
第
一
室
弟
居
第
二
室
故
有
以
各
全
其
尊
即
晉
唐
以
後
太
廟
同
殿
異
室
兄
弟

繼
統
者
亦
各
居
一
室
方
策
具
存
班
班
可
知
也
且
果
如
所
言
百
年
後
有
祔
廟
者
則
尚
穆

應
祧
而
奉
尚
哲
居
左
第
一
位
尚
灝
與
尚
温
同
居
右
第
一
位
而
位
少
退
尚
育
與
尚
成
同

居
左
第
二
位
而
位
少
退
則
新
祔
者
又
當
少
退
以
從
尚
灝
尚
育
之
列
對
偶
偏
枯
位
序
不

正
豈
足
以
安
神
靈
而
肅
觀
聽
乎
如
皆
竝
列
而
位
不
少
退
則
尚
灝
躋
尚
成
之
上
是
又
逆

祀
也
已

原
議
爲
人
後
者
爲
之
子
則
尚
灝
自
應
後
於
尚
成
各
爲
一
廟
此
次
祧
主
當
以
高
曾
二
祖

竝
祧
君
臣
之
倫
等
於
父
子
故
春
秋
躋
僖
公
左
氏
以
父
子
爲
喩
公
羊
氏
以
祖
禰
爲
喩

原
議
尚
灝
自
應
後
於
尚
成
各
爲
一
廟
其
說
是
矣
至
謂
此
次
祧
主
當
高
曾
□

（
主
カ
）祧

先
儒
有

言
設
兄
弟
四
人
或
五
六
人
皆
爲
君
〈
商
南
庚
祖
丁
□

（
姪
カ
）陽

甲
盤
庚
小
辛
小
乙
皆
祖
丁
子

春
秋
齊
孝
昭
懿
恵
皆
桓
公
子
〉
則
將
祭
不
及
禰
豈
禮
也
哉
夫
爲
人
後
者
爲
之
子
指
昭

穆
相
當
者
而
言
非
兄
弟
叔
姪
之
謂
也
以
兄
後
弟
以
叔
後
姪
以
君
臣
定
之
其
義
固
犹
父

子
然
究
不
當
以
父
子
稱
也
□

（
張
）

子
曰
四
親
廟
自
高
迄

（
至
）

禰
皆
不
可
不
祭
若
使
一
世
各
有
兄

弟
數
□

（
人
）

爲
君
不
可
以
廟
數
確
定
却
有
所
不
祭
也
雖
數
人
只
是
當
得
一
世
故
雖
親
廟
亦

不
害
爲
數
十
廟
也

（
一
）

蓋
古
者
廟
以
容
主
爲
限
無
拘
常
數
晉
之
廟
六
世
十
室
唐
之
時
九
世

十
一
室
宋
之
時
九
世
十
二
室

貴
國
雖
同
堂
不
異
室
而
以
位
準
室
則
其
制
可
倣
而
行
也
愚
意
當
以
始
祖
居
中
高
祖
尚

穆
居
左
第
一
位
曾
祖
尚
哲
居
右
第
一
位
尚
温
居
左
第
二
位
尚
成
居
右
第
二
位
尚
灝
居

左
三
位
尚
育
居
右
第
三
位
所
謂
禮
以
義
起
不
必
拘
定
廟
數
而
祧
及
高
曾
二
祖
也
百
年

後
有
新
祔
者
則
尚
穆
應
祧
尚
哲
以
下
皆
以
次
奉
遷
而
祔
新
入
廟
者
之
主
於
右
第
三
位

積
至
尚
温
親
盡
應
祧
之
時
則
幷
尚
成
尚
灝
而
祧
之
蓋
尚
温
尚
灝
既
親
盡
應
祧
則
尚
成

之
祀
已
歷
五
世
矣
不
必
以
尚
在
高
祖
行
而
疑
之
也
鄙
見
若
□

（
此
カ
）未

知
當
否
姑
妄
言
之
以

備
芻マ

マ

魯
之
採
云
爾

（
一
）
□

（
張
）

子
曰
～
數
十
廟
也
。「
張
子
曰
、
夏
殷
以
前
、
太
祖
亦
以
世
數
而
遷
復
於

郊
禘
及
之
、
至
周
則
太
祖
常
存
、
当
文
・
武
時
、
則
以
后
稷
為
太
祖
、
至
後
世
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則
以
文
王
為
太
祖
、
稷
則
郊
祀
以
配
天
、
二
祧
則
武
王
必
居
其
一
、
武
王
是
其

徳
可
宗
者
也
。
凡
廟
須
推
始
祖
以
為
太
祖
、又
須
有
一
剏
業
之
主
即
所
謂
祖
也
。

須
有
一
有
功
業
致
太
平
之
主
所
謂
宗
也
。
祖
宗
二
祧
与
始
祖
之
廟
永
不
祧
也
。

若
後
世
之
君
有
中
興
大
助
業
者
亦
当
為
不
祧
之
主
如
祖
宗
也
、
若
漢
高
祖
為
剏

業
之
主
、
文
帝
為
太
宗
、
武
帝
為
世
宗
、
此
二
宗
者
後
世
祧
之
亦
可
。
若
光
武

復
興
、
後
世
安
得
不
立
為
宗
也
。
又
如
東
漢
既
滅
、
劉
先
主
復
立
漢
嗣
、
後
世

安
得
不
以
宗
事
也
。
以
此
言
之
、
則
周
之
文
・
武
二
祧
蓋
亦
不
可
為
定
数
又
如

四
親
廟
、
自
高
至
禰
皆
不
可
不
祭
、
若
使
一
世
之
中
各
有
兄
弟
數
人
代
立
、
不

可
以
廟
數
確
定
、
却
有
所
不
祭
也
。
雖
數
人
止
是
當
得
一
世
、
故
雖
親
廟
亦
不

害
爲
數
十
廟
也
」（『
五
礼
通
考
』
巻
五
八
）。

原
議
に
、
尚
灝
が
神
主
は
応
に
尚
温
と
与
に
並
列
す
べ
く
、
尚
育
が
神
主
は
応
に
尚

成
と
与
に
並
列
す
べ
し
、
而
う
し
て
位
は
少
し
く
後
に
退
か
し
む
、
と
あ
り
。

礼
を
按
ず
る
に
、
殤
と
後の

ち

無
き
者
と
は
祖
に
祔
食
す

（
一
）

。
原
議
に
、
兄
弟
二
主
を
以
て

並
列
し
而
う
し
て
位
少
し
く
之
を
次つ

い

ぜ
し
む
れ
ば
、
是
れ
祔
食
す
な
り
礼
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。
夫
れ
一
世
各

お
の
お
の一

廟
と
為
す
は
、
礼
の
以
て
祖
を
尊
び
而
う
し
て
宗
を
敬
う

所
な
り
。
古
人
、
兄
弟
昭
穆
を
同
じ
く
す
る
を
論
ず
れ
ば
、
必
ず
其
の
兄
の
廟
を
毀

ち
而
う
し
て
二
室
と
為
し
、
兄
第
一
室
に
居
り
、
弟
第
二
室
に
居
る
、
故
に
以
て
各

其
の
尊
を
全
う
す
る
有
り
。
即
ち
晋
唐
以
後
、
太
廟
は
同
殿
異
室
な
れ
ば
、
兄
弟
の

統
を
継
ぐ
者
は
亦
た
各
一
室
に
居
り
、方
策
具
に
存
し
班
班
と
し
て
知
る
可
き
な
り
、

且
つ
言
う
所
の
如
く
果
せ
ば
、
百
年
後
廟
に
祔
す
者
有
れ
ば

（
二
）

、
則
ち
尚
穆
は
応
に
祧

し
て
尚
哲
を
奉
り
て
左
の
第
一
位
に
居
ら
し
め
、
尚
灝
は
尚
温
と
与
に
同
じ
く
右
の

第
一
位
に
居
ら
し
め
、
而
う
し
て
位
を
ば
少
し
く
退
か
し
む
べ
し
。
尚
育
は
尚
成
と

与
に
同
じ
く
左
の
第
二
位
に
居
ら
し
め
、
而
う
し
て
位
を
ば
少
し
く
退
し
む
れ
ば
、

則
ち
新
た
に
祔
す
者
は
又
た
当
に
少
し
く
退
か
し
む
べ
し
、
以
て
尚
灝
・
尚
育
の
列

に
従
わ
ば
、
対
偶
偏
枯

0

0

0

0

に
し
て
、
位
序
正
し
か
ら
ず
、
豈
に
以
て
神
霊
を
安
ん
じ
て

観
聴
を
粛
む
に
足
ら
ん
。
如
し
皆
な
並
列
し
而
う
し
て
位
少
し
も
退
が
ず
ん
ば
、
則

ち
尚
灝
を
ば
尚
成
の
上
に
躋の

ぼ

し
、
是
れ
又
た
逆
祀
な
り
。

原
議
に
、
人
の
後の

ち

と
為
る
者
は
之
が
子
と
為
れ
ば
、
則
ち
尚
灝
は
自ま

応さ

に
尚
成
よ
り

後
に
し
各
一
廟
を
為
す
べ
し
、
此
次
（
こ
の
た
び
）
の
祧
主
は
、
当
に
高
曾
二
祖
を

以
て
□

（
竝
カ
）祧

す
べ
し
と
。
君
臣
の
倫
父
子
に
等
し
。
故
に
春
秋
に
僖
公
を
躋
す
は
左
氏

父
子
を
以
て
喩
と
為
し

（
三
）

、
公
羊
氏
は
祖
禰
を
以
て
喩
と
為
す

（
四
）

。

原
議
に
、
尚
灝
は
自
応
に
尚
成
よ
り
後
に
し
各
一
廟
を
為
す
べ
し
、
と
。
其
の
説
是

な
り
、
此
次
の
祧
主
、
高
曾
の
□

（
主
カ
）祧

に
当
る
と
謂
う
に
至
り
て
は
、
先
儒
に
言
有
り
。

設も

し
兄
弟
四
人
或
い
は
五
六
人
皆
な
君
為
れ
ば
〈
商
の
南
庚
、
祖
丁
姪
陽
甲
・
盤
庚
・

小
辛
・
小
乙
は
皆
な
祖
丁
の
子

（
五
）

。
春
秋
の
斉
が
孝
・
昭
・
懿
・
恵
は
皆
な
桓
公
の
子

な
り

（
六
）

〉、
則
ち
将
て
祭
は
禰
に
及
ば
ず
、
豈
に
礼
な
る
か
な
。
夫
れ
人
の
後
為
る
者

は
之
が
子
と
為
る
、
昭
穆
相
当
た
る
者
を
指
し
て
而
ち
言
う
は
兄
弟
叔
姪
の
謂
に
非

ざ
る
な
り
。
兄
を
以
て
弟
に
後
た
り
、
叔
を
以
て
姪
に
後
た
り
、
君
臣
を
以
て
之
を

定
む
れ
ば
、
其
の
義
固
よ
り
猶
お
父
子
が
ご
と
し
。
然
る
に
究つ

い

に
当
に
父
子
を
以
て

称
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
張
子
曰
く「
四
親
廟
は
高
よ
り
禰
ま
で
皆
な
祭
ら
ざ
る
可

か
ら
ず
、
若

も

使
し
一
世
を
し
て
各
兄
弟
数
人
有
り
て
君
為
れ
ば
、
廟
数
を
以
て
確
定

す
可
か
ら
ず
、
却
て
祭
ら
ざ
る
所
有
れ
ば
な
り
。
数
人
た
り
と
雖
ど
も
只
だ
是
れ
当

に
一
世
と
す
る
を
得
べ
し
、
故
に
親
廟
た
り
と
雖
ど
も
亦
た
数
十
廟
を
為
す
る
を
害

わ
ざ
り
き

（
七
）

」
と
。
蓋
し
古
は
廟
は
主
を
容
れ
る
を
以
て
限
と
為
し
常
数
に
拘と

ら

わ
る
る

こ
と
無
し
。
晋
の
廟
は
六
世
十
室

（
八
）

、
唐
の
時
は
九
世
十
一
室

（
九
）

、
宋
の
時
は
九
世
十
二

室
な　（

一
〇
）

り
。

貴
国
、
堂
を
同
じ
く
し
て
室
を
異
に
せ
ざ
る
と
雖
ど
も
、
而
れ
ど
も
位
を
以
て
室
に

準な
ぞ
らう

れ
ば
、
則
ち
其
の
制
倣な

ら

い
て
而
ち
行
う
可
き
な
り
。
愚
意お

も

え
ら
く
、
当
に
始
祖

を
以
て
中
に
居
ら
し
め
、
高
祖
尚
穆
は
左
の
第
一
位
に
居
ら
し
め
、
曾
祖
尚
哲
は
右

の
第
一
位
に
居
ら
し
め
、
尚
温
は
左
の
第
二
位
に
居
ら
し
め
、
尚
成
は
右
の
第
二
位

に
居
ら
し
め
、
尚
灝
は
左
の
三
位
に
居
ら
し
め
、
尚
育
は
右
の
第
三
位
に
居
ら
し
む

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
礼
は
義
を
以
て
起
ち
、
必
ず
し
も
定
廟
の
数
に
拘と

ら

わ
れ
て
祧
さ
ず
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ん
ば
、
高
曾
二
祖
に
及
ぶ
な
り
。
百
年
後
新
た
に
祔
す
者
有
れ
ば
、
則
ち
尚
穆
は
応

に
祧
す
べ
く
、
尚
哲
以
下
皆
な
以
次
奉
遷
し
而
う
し
て
新
た
に
廟
に
入
る
者
の
主
は

右
の
第
三
位
に
於
い
て
祔
し
、積
り
て
尚
温
親シ

ン

尽
き
応
に
祧う

つ

す
べ
き
の
時
に
至
れ
ば
、

則
ち
尚
成
・
尚
灝
を
幷
せ
て
而
ち
之
を
祧
さ
ん
。
蓋
し
尚
温
・
尚
灝
既
に
親
尽
く
れ

ば
応
に
祧
す
べ
く
、
則
ち
尚
成
の
祀
已す

で

に
五
世
を
歴ふ

る
な
り
。
必
ず
し
も
尚
お
高
祖

行こ
う

に
在
る
を
以
て
而
ち
之
を
疑
わ
ざ
る
な
り
。
鄙
見
（
か
く
）
の
若
し
。
未
だ
当
否

を
知
ら
ず
、
姑

し
ば
ら
く之

を
妄
言
し
、
以
て
鄒　（

一
一
）

魯
の
採
に
備
う
と
爾し

か

云
う
。

（
一
）『
礼
記
』
喪
服
小
記
「
殤
与
無
後
者
、
従
祖
祔
食
」。
諸
侯
の
庶
子
は
己
の
夭

折
し
た
子
と
跡
継
ぎ
の
い
な
い
近
親
者
の
た
め
の
祭
祀
を
行
わ
な
い
。
諸
侯
の

継
承
者
（
宗
子
）
の
廟
に
合
祀
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
尚
泰
（
一
八
四
三
～
一
九
〇
一
年
）
を
指
す
。
人
の
寿
命
は
百
年
と
い
う
。

西
晋
・
陸
機
「
百
年
歌
」（
四
部
叢
刊
『
陸
士
衡
文
集
』
巻
七
）。

（
三
）
本
稿
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
書
き
下
し
部
分
（
一
一
）
を
参
照
。

（
四
）
本
稿
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
書
き
下
し
部
分
（
一
二
）
を
参
照
。

（
五
）『
史
記
』
殷
本
紀
に
よ
れ
ば
、
南
庚
は
祖
丁
の
従
兄
弟
な
の
で
、
陽
甲
・
盤
庚
・

小
辛
・
小
乙
は
南
庚
の
甥
で
あ
る
。

（
六
）『
春
秋
』
僖
公
十
七
年
「
冬
十
有
二
月
乙
亥
、
斉
侯
小
白
卒
」、
左
氏
伝
「
内

寵
内
嬖
如
夫
人
者
六
人
、
長
衛
姫
生
武
孟
〈
疏
：
武
孟
公
子
無
虧
〉、
少
衛
姫

生
惠
公
〈
疏
：
公
子
元
〉、
鄭
姫
生
孝
公
〈
疏
：
公
子
昭
〉、
葛
嬴
生
昭
公
〈
疏
：

公
子
潘
〉、
密
姫
生
懿
公
〈
疏
：
公
子
商
人
〉、
宋
華
子
生
公
子
雍
〈
疏
：
華
氏

之
女
子
姓
〉、
公
与
管
仲
属
孝
公
於
宋
襄
公
以
為
大
子
」（
十
三
経
注
疏
『
春
秋

左
伝
正
義
』
巻
一
四
）。

（
七
）
張
子
は
、
横
渠
先
生
張
載
（
一
〇
二
〇
～
一
〇
七
七
年
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の

部
分
は
、「
殷
而
上
七
廟
、
自
祖
考
而
下
五
、
并
遠
廟
為
祧
者
二
、
無
不
遷
之

太
祖
廟
。
至
周
有
百
世
不
毀
之
祖
、
則
三
昭
三
穆
、
四
為
親
廟
、
二
為
文
武
二

世
室
、
并
始
祖
而
七
。
諸
侯
無
二
祧
、
故
五
。
大
夫
無
不
遷
之
祖
、
則
一
昭
一

穆
与
祖
考
而
三
、
故
以
祖
考
通
謂
為
太
祖
」（『
張
載
集
』
正
蒙
、
王
禘
篇
第

一
六
）と
い
う
主
張
と
関
連
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、管
見
で
は
、『
五

礼
通
考
』
巻
五
八
に
お
け
る
張
子
の
言
説
の
典
拠
不
詳
。

（
八
）
孝
武
帝
の
太
元
一
二
年
（
三
八
七
）
竣
工
の
太
廟
は
正
室
が
一
四
間
あ
っ
た

と
い
う
（『
文
献
通
考
』
巻
九
二
、
宗
廟
考
二
）。『
晋
書
』
本
紀
に
記
さ
れ
る

廟
号
は
九
つ
な
の
で
、
宣
帝
（
司
馬
懿
、
高
祖
）、
景
帝
（
世
宗
）・
文
帝
（
太

祖
）
兄
弟
、
武
帝
（
司
馬
炎
、
世
祖
）、
元
帝
（
司
馬
睿
、
中
宗
）、
明
帝
（
粛

宗
）・
簡
文
帝
（
太
宗
）
兄
弟
、
孝
武
帝
の
従
兄
の
成
帝
（
顕
宗
）・
康
帝
兄
弟

ま
で
の
六
世
代
に
孝
武
帝
の
甥
に
あ
た
る
穆
帝
（
孝
宗
）
を
加
え
た
十
帝
を
祀

る
意
か
。

（
九
）
第
一
八
代
皇
帝
僖
宗
が
祭
主
の
時
期
。
百
世
不
遷
の
太
祖
・
高
祖
（
李
淵
）・

太
宗
（
李
世
民
）、
僖
宗
の
高
祖
父
順
宗
（
第
一
〇
代
皇
帝
）、
曾
祖
父
憲
宗

（
第
一
一
代
皇
帝
）、
祖
父
宣
宗
（
第
一
六
代
皇
帝
）、
父
懿
宗
（
第
一
七
代
皇

帝
）、
そ
し
て
伯
祖
父
穆
宗
（
第
一
二
代
皇
帝
）、
伯
父
敬
宗
・
文
宗
・
武
宗
（
第

一
三
～
一
五
代
皇
帝
）の
一
二
神
主
を
祀
る
。『
文
献
通
考
』巻
九
三
、宗
廟
考
三
。

（
一
〇
）
太
祖
（
趙
匡
胤
）
以
下
光
宗
ま
で
の
九
世
代
の
皇
帝
一
二
位
を
祀
る
、
第

一
三
代
皇
帝
寧
宗
が
祭
主
の
時
期
。『
文
献
通
考
』
巻
九
四
、
宗
廟
考
四
。

（
一
一
）
鄒
・
魯
、
孟
子
・
孔
子
の
生
地
。
孔
子
や
孟
子
の
教
え
と
学
問
、
儒
教
・

礼
教
の
こ
と
。

【
釈
解
（
仮
題
）】

春
秋
文
公
二
年
大
祀

（
事
）

於
（
于
）

太
（
大
）

廟
躋
僖
公

左
傳
曰
逆
祀
也
子
雖
齊
聖
不
先
父
食
〈
注
僖
公
閔
公
兄
繼
閔
而
立
廟
坐
宜
次
閔
下
今

升
在
閔
上
故
書
而
譏
之
○
臣
繼
君
犹
子
繼
父
〉

穀
梁
傳
曰
先
親
而
後
祖
逆
祀
也
逆
祀
是
無
昭
穆
也
無
昭
穆
是
無
祖
也
無
祖
則
無
天
也

君
子
不
以
親
親
害
尊
尊
春
秋
之
義
也
〈
注
僖
公
雖
長
已
爲
臣
矣
閔
公
雖
少
已
爲
君
矣

臣
不
可
以
先
君
犹
子
不
可
以
先
父
故
以
昭
穆
父
祖
爲
喩
〉
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前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（下）

『
春
秋
』、
文
公
二
年
、（
秋
八
月
丁
卯
）、
大
廟
ニ
大
事
ア
リ
、
僖
公
ヲ
躋の

ぼ

ス
。

左
伝
に
曰
く
〝
逆
祀
ナ
リ
〟〝
子
ハ
斉
聖
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
父
ニ
先
ダ
チ
テ
食
ハ
ズ（
一
）
〟

〈
注
、
僖
公
は
閔
公
が
兄
に
し
て
閔
を
継
ぎ
て
而
ち
廟
を
立
つ
、
坐
は
宜
し
く
閔
の

下
に
次
ぐ
も
、
今
、
升
せ
て
閔
の
上
に
在
り
、
故
に
書
し
而
う
し
て
之
を
譏
る
。
○

臣
が
君
を
継
ぐ
こ
と
猶
お
子
が
父
を
継
ぐ
が
ご
と
し
〉。

穀
梁
伝
に
曰
く
〝
親
ニ
先
ダ
チ
而
ウ
シ
テ
祖
ヲ
後の

ち

ニ
ス
ル
ハ
逆
祀
ナ
リ
〟
〝
逆
祀
ハ

是
レ
昭
穆
ヲ
無な

み

ス
ナ
リ
〟
〝
昭
穆
ヲ
無
ス
ル
ハ
是
レ
祖
ヲ
無
ス
ナ
リ
〟
〝
祖
ヲ
無
ス
レ

バ
則
チ
天
ヲ
無
ヲ
ス
ナ
リ
〟（
二
）。

〝
君
子
ガ
親
親
ヲ
以
テ
尊
尊
ヲ
害
ハ
ザ
ル
ハ
『
春
秋
』
ノ
義
ナ
リ
（
三
）
〟〈
注
、
僖

公
長
た
る
と
雖
ど
も
已
に
臣
為
れ
り
、
閔
公
少
た
り
と
雖
ど
も
已
に
君
為
り
。
臣
、

以
て
君
に
先
た
る
可
か
ら
ず
、猶
お
子
の
以
て
父
に
先
た
る
可
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
、

故
に
昭
穆
父
祖
を
以
て
喩
と
為
す
〉。

（
一
） 

本
稿
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
書
き
下
し
部
分
（
四
）
を
参
照
。

（
二
） 

本
稿
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
書
き
下
し
部
分
（
六
）
を
参
照
。

（
三
） 

本
稿
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
書
き
下
し
部
分
（
一
三
）
を
参
照
。

古
之
廟
制
毎
廟
各
有
五
室
如
遇
有
新
祔
者
於
〈
東
西
〉
房
之
處
改
造
一
室
而
置
其
主

所
謂
祔
而
異
其
室
也
兄
弟
既
同
廟
異
室
如
遇
有
兄
弟
〈
三
四
〉
人
相
繼
爲
君
祔
則
竝

祔
即
於
〈
東
西
〉
房
〈
東
西
〉
夾
室
處
改
造
〈
三
四
〉
室
而
竝
祔
一
處
至
遷
時
則
竝

遷
祧
時
則
竝
祧
所
以
廟
數
止
有
七
也

昭
穆
同
班
○
如
兄
居
昭
班
弟
亦
居
昭
班
不
合
異
位
○
如
兄
昭
則
弟
不
得
爲
穆
迭
毀
○

迭
更
也
如
兄
死
毀
一
廟
弟
死
又
毀
一
廟
昭
肅
謚
號
也

併
合
祧
遷
者
○
言
合
於
禮
所
應
祧
應
遷
者

位
更
於
何
地
特
設
○
言
無
餘
地
可
以
特
設
安
主
之
位

承
繼
武
帝
○
元
帝
係
武
帝
之
姪
愍
帝
崩
叔
元
帝
立
不
得
以
愍
帝
爲
父
併
不
得
以
恵
帝

懐
帝
爲
父
以
昭
穆
論
自
當
以
伯
父
武
帝
爲
父
也

昭
穆
四
世
○
豫
章
穎
川
當
恵
懐
時
已
祧
則
元
帝
時
所
祭
者
僅
有
武
帝
文
帝
宣
帝
京

図 2-1 無題

此爲四代六主（此レ四代六主為リ）

図 2-2 無題

此亦是四代六主（此レ亦タ是レ四代六主）

図 2-3 無題

此仍是四代六主（此レ仍リ是レ四代六主）

図 2-4 無題

此是四代四主合始祖爲五廟
　（此レハ是レ四代四主、始祖ヲ合シ五廟ト為ス）
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兆
四
世

殷
二
祖
契
得
國
之
祖
湯
得
天
下
之
祖
三
宗
太
甲
爲
太
宗
太
戊
爲
中
宗
武
丁
爲
高
宗
在

廟
不
替
○
替
廃
也
春
秋
僖
公
以
兄
繼
弟
各
說
以
爲
以
臣
繼
君
犹
之
以
子
繼
父
故
不
敢

不
祭

因
定
先
後
之
禮
○
言
兄
弟
叔
姪
相
繼
之
禮
可
因
春
秋
而
定
也

兼
毀
二
廟
○
言
兄
弟
同
昭
穆
不
得
以
兄
死
毀
一
廟
弟
死
又
毀
一
廟

下
正
室
之
主
○
正
室
廟
室
也
不
犹
招
去
也
傳
春
秋
傳
也
齊
敬
也
聖
聖
明
也

坎
室
○
藏
主
之
龕

大
夫
士
不
得
以
弟
爲
後
以
其
非
君
臣
也
天
子
諸
侯
有
以
弟
爲
後
者
兄
終
弟
及
以
臣
繼

君
犹
之
以
子
繼
父
也

兄
弟
固
不
必
同
昭
穆
耶
是
問
辞
有
所
不
通
〈
答
言
有
時
不
得
通
行
〉

諸
父
伯
叔
也
假
如
伯
叔
繼
姪
之
後
而
亦
與
兄
弟
同
昭
穆
竝
祔
一
處
則
是
伯
叔
後
姪
爲

君
而
位
反
躋
其
上
犹
之
春
秋
躋
僖
公
於
閔
公
之
上
爲
逆
祀
也
欲
無
此
失
只
是
不
論
兄

弟
叔
姪
但
以
相
繼
先
後
之
序
爲
昭
穆
始
於
禮
有
稱
此
言
兄
弟
異
昭
穆

古
の
廟
制
、
廟
ご
と
に
各
五
室
有
り
、
如
し
新
た
に
祔
す
者
有
る
に
遇
わ
ば
〈
東
西
〉

房
の
処
に
於
い
て
一
室
を
改
造
し
而
う
し
て
其
の
主
を
置
く
、
い
わ
ゆ
る
祔
し
て
其

の
室
を
異
に
す
る
な
り
。
兄
弟
既
に
同
廟
異
室
な
れ
ば
、
如
し
兄
弟
〈
三
四
〉
人
有

り
て
相
い
継
ぎ
て
君
と
為
る
に
遇
わ
ば
、
祔
は
則
ち
並
祔
す
る
に
即
ち
〈
東
西
〉
房

〈
東
西
〉
夾
室
の
処
に
於
い
て
〈
三
四
〉
室
に
改
造
に
処
し
而
う
し
て
一
処
に
並
祔

し
、
遷
る
時
に
至
れ
ば
則
ち
並
遷
し
、
祧
る
時
は
則
ち
並
祧
し
、
以
て
廟
数
七
有
る

に
止
む
所
な
り
。

昭
穆
班
を
同
じ
く
す
。
○
如
し
兄
昭
班
に
居
れ
ば
、
弟
も
亦
た
昭
班
に
居
り
、
合
に

位
を
異
に
す
べ
か
ら
ず
。
○
如
し
兄
昭
な
れ
ば
則
ち
弟
穆
と
為
り
て
迭
毀
す
る
を
得

ず
。
○
迭
は
更
な
り
、
如
し
兄
死
し
一
廟
を
毀
た
ば
、
弟
死
し
又
た
一
廟
を
毀
つ
。

昭
粛
は
謚
号
な
り

（
一
）

。

併
合
し
祧
遷
す
べ
き
者
○
礼
に
於
い
て
応
に
祧
す
べ
き
応
に
遷
す
べ
き
所
の
者
を
合

す
を
言
う
。

位
、
更
に
何
く
の
地
に
於
い
て
特
設
せ
ん
○
余
地
の
以
て
特
に
主
を
安
ん
ず
る
の
位

を
設
く
可
き
無
き
を
言
う
。

武
帝
を
承
継
す
。
○
元
帝
、
武
帝
の
姪
に
係
る
。
愍
帝
崩
じ
、
叔
の
元
帝
立
つ
も
、

愍
帝
を
以
て
父
と
為
す
を
得
ず
、
併
せ
て
恵
帝
・
懐
帝
を
以
て
父
と
為
す
を
得
ず
、

昭
穆
を
以
て
論
ず
れ
ば
、
自ま

当さ

に
伯
父
武
帝
を
以
て
父
と
為
す
べ
き
な
り

（
二
）

。

昭
穆
四
世
○
豫
章
・
穎
川
、
恵
・
懐
の
時
に
当
り
已
に
祧
せ
ば
、
則
ち
元
帝
の
時
に

祭
る
所
の
者
は
僅
か
に
武
帝
・
文
帝
・
宣
帝
・
京
兆
四
世
有
る
の
み
。

殷
が
二
祖
、
契せ

つ

は
国
を
得
た
る
の
祖
、
湯と

う

は
天
下
を
得
た
る
の
祖
な
り
。
三
宗
、
太

甲
は
太
宗
為
り
、
太た

い

ぼ戊
は
中
宗
為
り
、
武
丁
は
高
宗
為
れ
ば
、
廟
に
在
り
て
替
さ

ず
（
三
）

。
○
替
は
廃
す
な
り
。『
春
秋
』、
僖
公
兄
を
以
て
弟
を
継
ぐ
に
、
各
説
以
為
ら
く

臣
を
以
て
君
を
継
ぐ
、
猶
お
之
子
を
以
て
父
を
継
ぐ
が
ご
と
し
、
故
に
祭
ら
ざ
る
を

敢
ん
ぜ
ず
。

因
て
先
後
の
礼
を
定
む
○
兄
弟
叔
姪
相
い
継
ぐ
の
礼
、『
春
秋
』
に
因
り
て
而
ち
定

む
可
き
を
言
う
な
り
。

図2-5 無題（那覇市歴史博物館提供）
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二
廟
を
兼
毀
す
○
兄
弟
昭
穆
を
同
じ
く
す
れ
ば
、
兄
死
す
る
を
以
て
一
廟
を
毀
つ
を

得
ず
、
弟
死
し
又
た
一
廟
を
毀
つ
を
言
う
な
り
。

下
は
正
室
の
主
○
正
室
は
廟
室
な
り
。
下
は
猶
お
招
去
す
る
が
ご
と
き
な
り
。
伝
は

『
春
秋
』
が
伝
な
り
。
斉
は
敬
な
り
。
聖
は
聖
明
な
り
。

坎か
ん

室し
つ

○
主
を
蔵
す
る
の
龕ガ

ン

（
ず
し
）
な
り
。

大
夫
士
、
弟
を
以
て
後
と
為
す
を
得
ず
、
其
れ
君
・
臣
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
天
子
諸

侯
、
弟
を
以
て
後
と
為
す
者
有
り
、
兄
終
り
弟
及
ぶ
、
臣
を
以
て
君
を
継
ぐ
こ
と
猶

お
之
子
を
以
て
父
を
継
ぐ
が
ご
と
き
な
り
。

兄
弟
固
よ
り
必
し
も
昭
穆
を
同
じ
く
せ
ざ
る
か
是
の
問
い
、
辞
に
通
ぜ
ざ
る
所
有
り

〈
答
言
、
時
に
有
り
て
通
行
す
る
を
得
ず
〉。

諸
父
と
は
伯
叔
な
り
。
仮

も

如
し
伯
叔
姪
の
後
を
継
げ
ば
、
而
ち
亦
た
兄
弟
と
与
に
昭

穆
を
同
じ
く
し
一
処
に
並
祔
す
、
則
ち
是
れ
伯
叔
姪
に
後
れ
君
と
為
り
而
れ
ど
も
位

反
つ
て
其
の
上
を
躋
む
、
猶
お
之
『
春
秋
』
が
僖
公
閔
公
の
上
に
於
い
て
躋
る
が
ご

と
く
逆
祀
為
る
な
り
。
此
の
失
を
無
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
只
だ
是
れ
兄
弟
叔
姪
を
論

ぜ
ず
但
だ
相
い
継
ぐ
る
の
先
後
の
序
を
以
て
昭
穆
と
為
し
、
始
め
て
礼
に
於
い
て
は

称
う
こ
と
有
り
、
此
れ
兄
弟
の
昭
穆
を
異
に
す
る
を
言
う
な
り
。

（
一
）
昭
粛
、
謚
号
だ
と
す
る
と
、
唐
朝
第
一
五
代
皇
帝
武
宗
（
至
道
昭
粛
孝
皇
帝
）

で
あ
ろ
う
。三
兄
弟
が
連
続
し
て
即
位
し
た
武
宗
の
後
は
叔
父
の
宣
宗
で
あ
る
。

そ
の
際
、
一
代
一
世
と
す
る
と
、
新
帝
は
父
ま
で
し
か
祀
れ
な
く
な
る
こ
と
が

顕
在
化
し
、
世
代
を
も
っ
て
世
数
を
区
別
す
る
契
機
と
な
っ
た
。『
五
礼
通
考
』

巻
八
〇
を
参
照
。

（
二
）
晋
の
元
帝
太
興
三
年
（
三
二
〇
）
正
月
に
お
け
る
太
常
華
恒
の
言
に
「
今
上

承
継
武
帝
、
而
廟
之
昭
穆
、
四
世
而
已
」
と
あ
る
。『
宋
書
』
巻
一
六
、
礼
三
。

（
三
）
右
に
続
く
華
恒
の
言
に
「
然
臣
愚
謂
廟
室
当
以
容
主
為
限
、
無
拘
常
数
。
殷

世
有
二
祖
三
宗
、
若
拘
七
室
、
則
当
祭
禰
而
已
。
推
此
論
之
、
宜
復
豫
章
・
穎

川
、
全
祠
七
廟
之
礼
」
と
あ
る
。『
宋
書
』
巻
一
六
、
礼
三
。

第
二
節
　
逆
祀
と
対
偶
偏
枯

　

「
御
廟
之
図
」
に
お
け
る
図
で
は
、
尚
円
王
（
位
一
四
七
〇
～
一
四
七
六
年
）
を

始
祖
と
し
て
神
主
か
ら
見
て
左
右
を
昭
穆
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。【
図
2-4
】
は
、

諸
侯
と
し
て
の
五
廟
な
の
で
五
室
あ
る
い
は
五
位
を
安
置
す
る
祭
壇
を
示
す
。
一
八

世
紀
前
半
、
尚
敬
の
王
代
、
円
覚
寺
境
内
の
御
照
堂
に
は
尚
円
王
を
軸
と
す
る
祭

壇
に
加
え
、
尚
円
王
の
祭
壇
の
右
手
（
祭
主
か
ら
向
か
っ
て
左
）
に
尚
真
王
（
位

一
四
七
七
～
一
五
二
六
年
）
を
軸
と
す
る
祭
壇
が
並
置
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
中
国
で
刊
行
さ
れ
、
和
刻
本
も
流
布
す
る
『
中
山
伝
信
録
』
に
図

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
尚
真
王
の
祭
壇
が
撤
去
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
は
重
大
な
決
断
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
王
府
の
高
官
に
よ
る
僉
議
が
行

わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
管
見
で
は
『
球
陽
』『
中
山
世
譜
』
は
も
と
よ
り
、
日
記

な
ど
王
府
の
記
録
を
集
成
し
て
い
た
評
定
所
の
文
献
目
録
で
も
確
認
で
き
て
い
な

い
）
16
（

。
あ
る
い
は
【
図
2-1
】～【
図
2-5
】
は
議
論
の
た
め
の
仮
定
上
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
過

ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
首
里
城
内
の
寝
廟
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る

）
17
（

。

　

琉
球
に
お
い
て
「
寝
廟
」
と
称
す
る
廟
は
前
漢
の
原
廟
の
よ
う
な
太
廟
と
重
複
す

る
霊
廟
で
あ
っ
た
が
、
王
妃
を
合
祀
し
尊
崇
を
集
め
る
場
所
で
あ
り
、
撤
去
さ
れ
る

ど
こ
ろ
か
、
尚
育
王
の
時
期
（
位
一
八
三
五
～
一
八
四
七
年
）
に
は
拡
張
さ
れ
て
い

た
）
18
（

。「
原
議
」
は
、
御
照
堂
と
寝
廟
と
で
神
主
配
置
を
斉
一
に
す
る
意
向
を
背
景
と

し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、「
兄
弟
異
昭
穆
」
の
論
理
を
下
敷
き
に
し
て
、
何
を
主
張
し
た
い
の

だ
ろ
う
か
。
尚
円
王
神
坐
の
左
右
に
神
主
を
安
置
す
る
祭
壇
に
は
、
仕
切
り
の
よ
う

な
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
平
面
上
の
前
後
の
位
置
に
配
慮
す
る
こ
と
に

よ
り
、
序
列
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
よ
そ
琉
球
の
太
廟
に
お
け
る
祭
祀
は
、
祭

壇
の
前
で
祭
主
以
下
が
揃
っ
て
執
り
行
う
も
の
で
あ
り
、
太
廟
内
に
て
太
祖
以
降
の

－ 13 －
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神
主
を
南
北
に
対
向
さ
せ
て
行
う
祫
祭
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。「
御
廟
之
図
」
の
論
者
は
、
尚
円
の
側
と
祭
壇
の
端
の
位
置
関
係

だ
け
で
な
く
、
前
後
に
よ
っ
て
も
尊
卑
・
即
位
の
順
序
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
考
え

て
お
り
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　

七
廟
に
せ
よ
九
廟
に
せ
よ
、
理
念
的
存
在
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
こ
れ
は
周

王
朝
が
成
立
し
て
直
ち
に
成
立
し
た
制
度
で
は
な
い
。
そ
の
過
程
に
つ
い
て
、「
御

廟
之
図
」
で
は
、
朱
熹
の
「
周
大
祫
図
」
を
抜
粋
し
て
示
し
て
い
る
が
、「
御
廟
之

図
」
の
論
者
は
、
祫
祭
に
お
け
る
神
主
の
対
面
の
さ
せ
方
に
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を

「
対
偶
偏
枯
」
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
尚
温
・
尚
灝
兄
弟
、
尚
成
・
尚
育
従
兄

弟
を
同
じ
昭
穆
と
し
て
も
、
尚
成
と
尚
灝
の
神
主
の
置
き
方
に
よ
っ
て
は
「
対
偶
偏

枯
」
と
な
り
「
逆
祀
」
と
な
る
と
警
告
し
て
い
る
。
尚
灝
を
先
君
尚
成
と
同
じ
位
置

に
す
る
の
か
、
子
で
後
を
継
い
だ
尚
育
と
対
面
す
る
位
置
に
す
る
の
か
、
た
だ
そ
れ

だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
最
後
の
【
図
2-5
】
を
見
る
と
、
尚
成
は
父
で
先
代
の
尚
温

と
対
面
し
、
尚
灝
は
先
代
の
尚
成
に
直
面
し
な
い
よ
う
に
前
方
に
位
置
す
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

『
春
秋
』
に
よ
り
魯
の
太
廟
で
僖
公
が
閔
公
の
上
に
位
置
し
た
こ
と
が
「
逆
祀
」

で
あ
る
と
指
弾
さ
れ
て
き
た
。そ
の
祭
壇
に
お
い
て
は
、上
段
と
下
段
の
区
別
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
平
面
上
で
前
方
が
尊
者
を
背

に
す
る
こ
と
が
無
礼
な
の
か
、
後
方
に
新
し
い
神
主
を
置
い
て
果
た
し
て
親
し
む
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
な
に
を
も
っ
て
上
位
と
す
る
の
か
決
め
手
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

　

こ
こ
で
本
資
料
の
図
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。【
図
1-5
】
は
『
朱
文
公
文
集
』
巻

六
九
・
雑
著
「
禘
祫
議
并
図
」
の
「
周
時
祫
図
」
か
ら
武
王
・
成
王
・
康
王
・
昭
王

ま
で
の
四
世
四
代
の
部
分
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る

）
19
（

。
し
か
し
、
明
・
嘉
靖
一
一
年

（
一
五
三
二
）
の
刊
本
を
底
本
と
し
宋
刻
元
明
逓
修
本
（
閩
本
、
浙
本
）
を
参
照
し

て
い
る
中
国
最
新
の
校
訂
本
で
は

）
20
（

、
成
王
の
時
に
太
王
（
大
王
、
古
公
亶
父
）
は

子
の
王
季
、
文
王
は
子
の

武
王
と
対
面
し
て
お
り
、

【
図
1-5
】
と
異
な
る
。【
図

1-5
】
と
同
様
な
の
が
、
山

崎
闇
斎
の
門
人
浅
見
絅

斎
が
返
り
点
と
送
り
仮

名
を
施
し
京
都
の
壽
文
堂

に
て
刊
行
し
た
正
徳
元
年

（
一
七
一
一
）
の
和
刻
本

や
近
代
中
国
の
「
四
部
叢

刊
」
所
収
本
で
あ
る

）
21
（

。
ど

ち
ら
も
嘉
靖
一
一
年
刊
本

を
底
本
と
し
て
い
る
。
ま

た
、「
四
庫
全
書
」
集
部

の『
晦
庵
集
』（
内
府
蔵
本
）

に
お
け
る
「
周
時
祫
図
」

で
も
、
武
王
の
時
、
太
王
と
子
の
王
季
と
を
対
面
さ
せ
ず
、
王
季
は
子
の
文
王
と
対

面
し
て
お
り
、昭
王
の
時
に
も
文
王
・
武
王
は
対
面
さ
せ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、武
王
・

成
王
・
康
王
の
三
代
に
わ
た
り
文
王
は
父
の
王
季
と
対
面
し
、
成
王
の
時
に
は
武
王

の
対
面
が
空
位
で
あ
り
、
昭
王
の
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
文
王
の
右
対
面
に
武
王
が

位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、【
図
1-5
】は
こ
れ
ら
の「
周

時
祫
図
」（
図
Ｂ
参
照
）
と
同
じ
系
統
で
あ
る
。

　

中
国
最
新
の
校
訂
本
で
も
、
嘉
靖
一
一
年
刊
本
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
武
王
の

図
が
二
つ
連
続
し
て
い
る
の
を
武
王
・
成
王
の
図
と
し
て
修
正
し
て
お
り
、
こ
れ
は

妥
当
で
あ
る

）
22
（

。
さ
ら
に
、
底
本
で
は
文
王
の
時
に
南
面
す
る
公
叔
と
王
季
が
表
示
さ

れ
る
も
、
北
面
す
る
亜
圉
と
太
王
を
欠
く
が
、
公
叔
と
亜
圉
、
太
王
と
王
季
を
そ
れ

図Ｂ 「周時祫図」
（日・正徳元年刊『晦庵先生朱文公文集』巻69、雑著「禘祫議并図」より）
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ぞ
れ
対
面
さ
せ
、
成
王
の
頃
か
ら
文
王
・
武
王
が
対
面
し
、
そ
れ
以
降
、
父
子
対
面

と
な
る
よ
う
に
作
図
し
て
い
る
。
そ
の
校
勘
記
に
よ
る
と
、
宋
代
の
淳
熙
本
・
浙
本

と
明
の
天
順
四
年
（
一
四
六
〇
）
刊
本
に
依
拠
し
て
亜
圉
と
太
王
を
加
え
た
と
い
う

が
、
対
面
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い

）
23
（

。
こ
の
点
、
浙
本
と
天
順
四

年
刊
本
は
確
認
し
て
い
な
い
の
で
、【
図
1-5
】
が
朱
熹
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
図
に
即
し
た

も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
判
断
に
苦
し
む
が
、
閩
本
や
国
内
最
古
の
版
本
の
図
も
校

訂
本
と
異
な
る

）
24
（

。

　

他
方
に
お
い
て
、
最
新
の
校
訂
本
と
同
様
の
配
置
を
示
す
の
が
「
四
庫
全
書
」
子

部
儒
家
類
の
『
御
纂
朱
子
全
書
』
巻
三
九
「
周
時
祫
図
」
で
あ
る
。
和
刻
本
の
「
周

時
祫
図
」
な
ど
で
は
、
孝
王
の
時
代
に
な
っ
て
も
文
王
と
武
王
と
は
対
面
せ
ず
、
武

王
と
成
王
父
子
が
対
面
し
て
い
る
（
図
Ｂ
参
照
）。
そ
し
て
、最
新
の
校
訂
本
の
「
周

時
祫
図
」
が
馬
端
臨
（
輯
）『
文
献
通
考
』
巻
一
〇
〇
・
宗
廟
考
一
〇
に
掲
載
さ
れ
る
「
朱

子
周
時
祫
図
」
と
同
じ
配
置
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る

）
25
（

。

　

馬
端
臨
は
、
都
宮
の
廟
制
や
父
子
昭
穆
な
ど
朱
熹
の
主
張
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
後

者
に
つ
い
て
は
君
主
の
位
が
父
子
継
承
の
常
態
下
で
成
立
す
る
も
の
で
、
殷
の
時
代

に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
兄
弟
間
の
継
承
が
連
続
す
る
場
合
に
は
、
昭
穆
の
数
が
均

衡
せ
ず
廟
な
い
し
神
主
の
対
面
が
ず
れ
る
「
対
偶
偏
枯
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
、
収

拾
が
付
か
な
く
な
る
と
い
う
認
識
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

又
た
必
ず
晦
庵
の
説
の
如
く
す
れ
ば
、
外
に
都
宮
を
為
し
、
内
は
則
ち
各
廟
有

り
、
寝
有
り
、
門
有
り
、
垣
有
れ
ば
、
則
ち
其
の
制
甚
だ
大
、
且
つ
必
ず
国
の

中
門
の
左
に
在
れ
ば
、
則
ち
其
の
地
も
亦
た
限
り
有
り
。
昭
穆
の
位
既す

で已
に
截

然
な
れ
ば
、
則
ち
武
丁
の
時
、
五
穆
た
り
と
雖
ど
も
而
れ
ど
も
昭
の
地
を
侵
す

可
か
ら
ず
、
而
う
し
て
昭
の
地
多
く
虚む

な

し
。
懿
宗
の
時
、
四
昭
た
り
と
雖
ど
も

而
れ
ど
も
穆
の
位
に
居
る
可
か
ら
ず
、
而
う
し
て
穆
の
位
半
ば
闕か

く
。
易
世
の

後
、
又
た
其
れ
昭
為
る
か
を
知
ら
ず
ん
ば
、
穆
為
る
者
は
何
如
せ
ん
。
而
已
に

創は
じ

む
る
の
廟
、
其
の
世
代
の
近
き
者
は
、
既
に
未
だ
祧
遷
す
可
か
ら
ず
〈
武
丁

の
時
の
如
き
は
、
小
乙
が
父
な
り
。
南
庚
・
陽
甲
・
盤
庚
・
小
辛
は
皆
な
伯
父

な
り
。
祖
丁
は
祖
な
り
。
祖
辛
・
沃
甲
は
皆
な
伯
祖
な
り
。
祖
乙
は
曾
祖
な
り
。

河
亶
は
高
祖
な
り
。
外
壬
・
仲
丁
は
高
伯
祖
な
り
。
大
戊
は
五
世
祖
な
り
。
雍

己
は
五
世
伯
祖
な
り
。
小
甲
は
六
世
祖
な
り

）
26
（

。
若
し
祀
六
世
に
及
ぶ
を
以
て
之

を
言
わ
ば
、
是
れ
此
の
十
五
廟
、
皆
な
未
だ
合
に
祧
遷
す
べ
か
ら
ず
、
亦
た
十

廟
の
み
に
止
ら
ず
〉、
其
れ
昭
穆
の
不
順
な
る
者
は
、
又
た
升
祔
す
可
か
ら
ざ

れ
ば
、
則
ち
必
ず
須
ら
く
代
を
逐
い
旋
行
位
置
し
営
建
す
べ
く
、
而
う
し
て
後

に
可
な
り
、
而
れ
ど
も
其
の
地
も
又
た
中
門
の
内
に
於
い
て
拘と

ら

わ
れ
、
太
祖
廟

の
左
右
、
創
造
す
る
こ
と
煩
擾
に
し
て
、
以
て
神
明
を
寧
ん
ず
る
所
に
非
ず
。

対
偶
偏
枯

0

0

0

0

に
し
て
、
又
た
以
て
観
視
を
聳

つ
つ
し

む
こ
と
無
く
、
反
つ
て
漢
代
の
帝
ご

と
に
廟
を
建
て
、
各

お
の
お
の一

所
に
在
る
に
如
か
ざ
る
が
似
し
。
東
都
以
来
の
同
堂
異

室
、
共
に
一
廟
を
為
す
の
混
成
な
り
。
愚
、
故
に
曰
く
「
七
廟
の
制
、
諸
儒
皆

な
能
く
之
を
言
う
、
而
れ
ど
も
歴
代
倶
に
其
の
制
の
如
く
し
て
建
造
す
る
こ
と

能
わ
ざ
る
は
、昭
穆
の
位
を
以
て
太

は
な
は

だ
拘と

ら

わ
る
る
故
な
り
」
と
。（『
文
献
通
考
』

巻
九
四
、
宗
廟
考
四
）

　

本
来
、「
対
偶
偏
枯
」
と
は
、
詩
や
文
章
を
作
る
際
の
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
の

整
合
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
馬
端
臨
は
宗
廟
祭
祀
に
お
け
る
適
正
な
神
主
配

置
の
観
点
か
ら
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
明
・
正
徳
一
四
年
（
一
五
一
九
）
刊
の
愼

本
（
邵
幽
校
・
劉
氏
愼
獨
齋
刊
）
に
お
け
る
「
朱
子
周
時
祫
図
」
を
参
照
す
る
と
、

成
王
の
時
に
文
王
と
武
王
は
対
面
す
る
が
、康
王
の
代
に
文
王
は
父
王
季
と
対
面
し
、

次
ぎ
の
昭
王
の
代
以
降
に
文
王
と
武
王
と
が
常
に
対
面
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

）
27
（

。

そ
れ
か
ら
す
る
と
、
馬
端
臨
が
『
文
献
通
考
』
に
掲
載
し
た
本
来
の
「
朱
子
周
時
祫

図
」
も
ま
た
「
対
偶
偏
枯
」
を
示
し
て
お
り
、
最
新
の
『
朱
文
公
文
集
』
と
『
文
献

通
考
』
の
校
訂
本
に
お
け
る
「
朱
子
周
時
祫
図
」
は
、
朱
熹
の
観
念
か
ら
乖
離
し
た

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
対
偶
偏
枯
」
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
必
然
性
が

あ
り
、
馬
端
臨
も
ま
た
そ
れ
に
沿
う
よ
う
な
「
周
時
祫
図
」
を
「
朱
子
周
時
祫
図
」

－ 15 －
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と
み
な
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、「
御
廟
之
図
」
の
論
者
も
ま
た
【
図
2-5
】
に
て
「
代
に
挨そ

え
て
少
し
く

退
か
せ
ば
対
偶
偏
枯
な
り
。
位
序
正
し
か
ら
ず
」
と
琉
球
に
お
け
る
「
対
偶
偏
枯
」

を
指
摘
す
る
け
れ
ど
も
、
何
が
正
し
く
な
い
の
か
明
確
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
対

面
し
な
い
神
主
が
存
在
す
る
よ
う
な
状
況
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

周
の
文
王
の
頃
に
は
、
太
祖
后
稷
の
ほ
か
に
公
叔
・
亜
圉
・
太
王
・
王
季
の
四
祖

廟
が
あ
り
、
孝
王
の
頃
に
は
武
王
の
世
室
が
建
立
さ
れ
（
九
廟
の
場
合
）、
王
季
ま

で
の
先
祖
は
太
祖
廟
、
成
王
以
降
の
王
は
昭
穆
に
別
れ
て
祭
祀
を
受
け
、
世
室
に
祧

る
と
い
う
法
式
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
同
堂
異
室
」
の
廟
制
で
も
、
室
内

を
工
事
し
て
兄
弟
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
祫
祭
で
は
、
神
主
を
南
北
昭
穆

で
対
面
す
る
配
置
そ
の
も
の
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
際
の
南
北
対
面
の
ズ

レ
を
避
け
る
と
な
る
と
、「
周
時
祫
図
」
は
父
子
が
常
に
対
面
す
る
よ
う
に
す
る
し

か
な
い
。

　

周
で
は
殷
と
対
称
的
に
父
子
継
承
が
基
調
を
な
し
て
い
る
が
、
共
王
・
懿
王
父
子

の
後
に
共
王
の
弟
孝
王
つ
い
で
懿
王
の
子
夷
王
が
即
位
し
た
。朱
熹
が
図
示
す
る「
周

七
廟
図
」
と
「
周
九
廟
図
」（
劉
歆
に
依
拠
）
に
よ
る
と
（
図
Ｃ
参
照
、
稷
は
太
祖

后
稷
の
こ
と
）、
都
宮
の
制
の
場
合
、
宗
廟
に
お
い
て
孝
王
の
穆
宮
は
甥
に
し
て
先

代
の
懿
王
の
昭
宮
と
並
行
し
、
祭
主
の
夷
王
が
昭
宮
に
入
廟
す
る
と
康
王
（
昭
）
が

武
王
世
室
に
祧
廟
す
る
の
で
、
孝
王
の
廟
は
甥
の
子
で
あ
る
夷
王
と
並
行
す
る
よ
う

に
な
り
、
幽
王
の
入
廟
後
、
兄
共
王
は
孝
王
よ
り
先
に
文
王
の
世
室
に
祧
る
。
即
位

順
か
ら
す
る
と
、
共
王
（
穆
）→
懿
王
（
昭
）→
孝
王
（
穆
）→
夷
王
（
昭
）
と
な
り
、

共
王
と
孝
王
は
兄
弟
だ
か
ら
で
は
な
く
、
一
代
は
さ
ん
で
い
る
か
ら
同
じ
穆
宮
に
位

置
す
る
。
そ
の
た
め
、
お
な
じ
く
一
代
は
さ
ん
で
い
る
懿
王
と
夷
王
父
子
は
武
王
の

世
室
に
祧
る
べ
き
「
昭
」
と
な
っ
て
い
る
（
図
Ｃ
参
照
）。
ま
た
、「
周
時
祫
図
」
に

よ
る
と
、
祫
祭
の
際
に
は
、
共
王
は
父
穆
王
と
対
面
す
る
よ
う
に
な
っ
て
穆
位
と
な

る
（
図
Ｄ
参
照
）。
そ
し
て
、
孝
王
が
入
廟
す
る
と
、
成
王
が
文
王
の
世
室
に
祧
る

   
  

  

（西伯昌）

（季歴）

（祖類） （弃）

 

  

   

  
  

  
   

  

  
  

   
    

     

 

     

【西周世系図】

 

（古公亶父）

西周世系図

（天乙）

 

 

（辛）

【殷世系図】

（太戊）

（太甲）

（中丁）

（武丁）

殷世系図
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前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（下）

の
で
、
共
王
の
廟
は
父
穆
王
と
並
行
す
る
。
そ
し
て
、
孝
王
の
後
継
者
は
懿
王
の
子

夷
王
な
の
で
、
夷
王
が
入
廟
す
る
と
、
康
王
が
武
王
世
室
に
遷
り
、
懿
王
の
廟
は
父

共
王
と
並
行
し
、
孝
王
の
廟
は
甥
の
子
で
あ
る
夷
王
（
孫
の
世
代
）
と
並
行
す
る
と

い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
図
Ｅ
厲
王
時
）。

　

周
の
歴
代
天
子
の
神
主
は
昭
穆
の
廟
か
ら
文
王
・
武
王
の
世
室
へ
と
祧
さ
れ
て
い

く
け
れ
ど
も
、
昭
王
以
降
の
祫
祭
で
は
、
東
向
の
太
祖
と
南
北
の
文
王
以
下
の
天
子

の
神
主
す
べ
て
が
配
列
さ
れ
る
。
和
刻
本
な
ど
で
は
、
昭
王
以
降
、
文
王
の
対
偶
は

存
在
し
な
い
が
（
図
Ｂ
参
照
）、
こ
れ
は
文
王
の
祖
父
太
王
の
父
公
叔
、
文
王
の
父

王
季
が
太
祖
廟
に
祧
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
太
王
と
文
王
は
す
ぐ
に
位
置
を
変
え

ず
に
い
て
、
父
祖
を
尊
ぶ
姿
勢
を
示
し
た
と
い
う
説
と
照
合
す
る
も
の
だ
ろ
う

）
28
（

。
ま

た
、
朱
熹
提
案
の
宋
朝
の
祫
享
位
次
で
は
、
太
祖
は
父
宣
祖
、
太
宗
は
子
真
宗
と

対
面
し
て
い
る
こ

と
を
想
起
す
べ
き

で
あ
る
（
図
Ａ
参

照
）。
そ
れ
か
ら

す
る
と
、「
対
偶

偏
枯
」
と
は
廟
内

で
は
な
く
祫
祭
に

お
け
る
神
主
配
置

に
と
っ
て
重
要
な

問
題
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
ま

た
、
幽
王
時
を
見

る
と
、懿
王
（
昭
）

が
孝
王
（
穆
）
よ

り
先
に
祧
廟
と
な

る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
Ｅ
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、
昭
穆
は
同
一
の
世

代
を
示
す
の
で
は
な
く
、
君
主
の

即
位
序
列
を
示
す
記
号
と
な
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

　

琉
球
の
場
合
、
崇
元
寺
の
先
王

廟
で
は
、
世
代
の
前
後
を
昭
穆
と

し
て
左
右
で
表
し
祭
壇
の
両
端
の

ど
ち
ら
か
が
前
国
王
な
い
し
世
子

（
現
国
王
の
父
）
の
神
主
で
あ
る

こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
こ
の
昭
穆
の
序
列
と
即
位
の

序
列
と
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、【
図
2-1
】
と
【
図
2-2
】
を

見
る
と
、
太
廟
に
存
在
し
た
の
が
始
祖
尚
円
王
の
神
坐
を
軸
と
す
る
祭
壇
だ
け
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
新
し
い
神
主
を
安
置
し
、
古
い
神
主
を
祧
廟
に
移
す
際
に
は
、

す
べ
て
の
神
主
の
位
置
を
左
右
に
入
れ
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
（
図
Ｆ
参
照
）。
な
お
、【
図
2-3
】
は
尚
泰
が
右
端
か
ら
左
端
に
移
動
す
る
こ
と
を

図Ｃ 「周七廟図」「周九廟図」
（日・正徳元年刊『晦庵先生朱文公文集』巻69、

雑著「禘祫議并図」より）

図Ｅ （図Ｃ一部）

図Ｄ （図Ｂ一部）
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想
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
昭
穆

の
位
置
が
固
定
さ
れ
ず
、
複
雑
と
な

る
が
、
尚
円
の
左
右
と
内
側
外
側
が

示
す
位
置
関
係
に
よ
り
、
昭
穆
は
兄

弟
同
じ
と
し
て
も
即
位
の
序
列
を
示

す
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
本
資
料
の
論
者

は
中
国
の
祫
祭
の
論
理
を
も
っ
て
、

太
廟
内
の
尚
円
王
神
坐
の
左
右
に

あ
っ
て
対
面
す
る
こ
と
の
な
い
歴
代

世
主
・
世
子
の
神
主
配
置
に
新
た
な

基
準
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
尚
成
に
対
す
る
尚

灝
の
神
主
位
置
に
つ
い
て
、
あ
た
か

も
周
の
孝
王
と
懿
王
と
の
関
係
の
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
幼
君
尚
成
に
は
当
然
な
が
ら
子
が
い
な
い
の
で
、
尚
灝
は
孝
王
の
よ
う
に
甥
の

子
に
対
偶
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
即
位
の
序
列
を
示
す
た
め
に
尚
灝
の

神
主
を
後
退
さ
せ
る
と
、
尚
温
・
尚
成
父
子
が
対
偶
し
な
く
な
る
。
尚
泰
が
入
廟
し

て
尚
穆
が
移
さ
れ
た
状
況
を
示
す
【
図
2-5
】
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら

く
そ
れ
で
あ
る
。
尚
泰
の
次
の
世
代
で
は
、
尚
温
・
尚
成
、
尚
灝
・
尚
育
父
子
の
神

主
が
対
偶
す
る
。
そ
し
て
、
尚
育
・
尚
泰
父
子
を
対
偶
さ
せ
る
た
め
に
は
、
尚
温
・

尚
灝
と
一
緒
に
尚
成
も
祧
廟
に
移
す
こ
と
が
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
昭
穆
の
論
理
か

ら
す
る
と
、
尚
成
と
従
弟
の
尚
育
が
移
る
の
は
同
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
父
子
神
主
対
偶
の
論
理
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

一
八
〇
四
年
甲
子
秋
、
尚
灝
は
冊
封
を
乞
う
前
に
清
朝
に
対
し
て
先
王
に
対
す
る

自
己
の
続
柄
「
王
親
弟
」「
世
子
叔
」
を
示
し
つ
つ

）
29
（

、
公
式
に
は
「
世
子
」
尚
成
王

の
後
（
子
）
と
し
て
「
王
世
孫
」
と
称
し
、
清
朝
で
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
た

）
30
（

。
こ
れ

は
傍
系
か
ら
王
統
を
継
い
だ
と
い
う
事
実
に
立
脚
し
即
位
の
序
列
を
尊
重
し
て
い
た

こ
と
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
は
自
己
の
子
孫
が
王
統
を

存
続
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
早
め
に
尚
温
・
尚
成
の
家
統
の
祭
祀
を
終
わ
ら

せ
、
尚
育
の
玄
孫
が
祭
主
と
な
る
【
図
2-4
】
が
如
実
に
示
す
よ
う
な
、
尚
灝
の
家
統

の
み
の
諸
侯
五
廟
を
実
現
し
た
い
と
い
う
意
思
が
な
か
っ
た
と
は
断
言
し
が
た
い
。

他
方
に
お
い
て
、
尚
成
と
尚
育
を
め
ぐ
り
〝
逆
祀
〟
と
譏
ら
れ
る
祭
式
も
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
重
要
性
を
「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
は
強

調
す
る
。そ
の
主
眼
は
廟
に
入
っ
た
順
に
出
し
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
即
位
の
序
列
と
廟
内
の
序
列
と
い
う
二
つ
の
基

準
が
あ
る
た
め
、
尚
温
の
家
統
と
尚
灝
の
家
統
と
が
世
代
に
よ
っ
て
並
存
す
る
か
た

ち
で
神
主
を
配
置
し
祭
祀
を
行
う
し
か
な
か
っ
た

）
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。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
前
半
、
尚
灝
か
ら
最
後
の
王
尚
泰
ま
で
の
三
世
代
の

王
代
、
複
雑
な
廟
議
が
展
開
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
王
朝
の
永
続
と
不
可
分
の
問

題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
定
の
方
針
が
確
立

し
て
か
ら
ほ
ど
な
く
、
明
治
政
府
に
よ
る
立
藩
置
県
、
そ
し
て
華
族
と
し
て
の
尚
泰

と
尚
家
の
地
位
変
化
に
よ
り
、
国
家
的
祭
祀
の
場
と
し
て
、
崇
元
寺
、
円
覚
寺
、
天

王
寺
、
天
界
寺
そ
し
て
王
城
内
の
寝
廟
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
琉
球
の
宗
廟
制
度
の
存

在
意
義
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
円
覚
寺
太
廟
と
寝
廟
、

と
り
わ
け
、
最
初
か
ら
尚
真
王
の
祭
壇
が
な
か
っ
た
寝
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
は
、

お
そ
ら
く
【
図
2-1
】
の
ま
ま
で
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

円
覚
寺
境
内
の
太
廟
と
王
城
内
の
寝
廟
で
は
、
神
主
の
入
れ
替
え
が
必
須
で
あ
っ

た
。
尚
賢
・
尚
貞
兄
弟
に
つ
い
て
は
先
王
廟
で
は
昭
穆
が
同
じ
に
な
っ
て
い
る
が
、

太
廟
で
の
扱
い
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
世
子
尚
純
・
尚
哲
が
国
王
同

図 F 尚泰王の子の神主入廟にともなう尚哲神主の祧廟、
尚成王・尚育王、尚温王・尚灝王、尚泰王神主の
位置変更（想定）
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前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（下）

様
に
祀
ら
れ
る
こ
と
の
礼
学
的
な
根
拠
は
十
分
見
い
だ
せ
る
。
そ
し
て
、
尚
敬
王
の

時
代
に
は
、
王
の
実
父
を
め
ぐ
る
廟
議
が
実
際
に
行
わ
れ
た
。
一
九
世
紀
前
半
、
道

光
か
ら
咸
豊
年
間
に
か
け
て
な
さ
れ
た
琉
球
の
廟
議
で
は
、
傍
系
か
ら
の
継
承
か
つ

尊
卑
の
ね
じ
れ
が
あ
り
、
新
し
い
家
統
は
断
絶
し
た
家
統
に
対
し
て
相
応
の
礼
儀
を

示
す
こ
と
が
、
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
複
雑
な
中

国
の
廟
議
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
王
府
内
で
の
支
持
を
得
る
た
め
の

煩
瑣
な
僉
議
も
ま
た
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
営
為
は
、
祭
祀
と
政
務
と
が
な
お

密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
起
因
し
、
か
つ
内
外
に
深
刻
な
問
題
が
山
積
す
る
状
況

下
に
お
い
て
、
現
実
的
な
問
題
の
解
決
に
資
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
意
義

を
お
よ
そ
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
一
面
も
ま
た

王
朝
末
期
の
実
態
と
し
て
歴
史
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
蔡
徳
晋
の
「
兄
弟
同
昭
穆
論
」
と
張
生
洲
の
「
兄
弟
異
昭
穆
論
」
に

お
い
て
論
じ
ら
れ
る
継
承
の
問
題
は
、
古
代
中
国
の
大
夫
・
士
に
相
当
す
る
近
世
琉

球
王
府
の
系
持
ち
の
家
臣
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
い
。
両
論
が
示
す
王
朝
の
臣
下

た
る
大
夫
・
士
の
家
で
は
兄
弟
間
で
の
継
承
が
成
立
し
な
い
と
い
う
観
念
は
、
兄
に

変
わ
っ
て
弟
が
父
か
ら
の
家
統
を
継
承
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
弟
が
兄
の

〝
子
〟と
し
て
イ
エ
を
継
ぐ
順
養
子
の
よ
う
な
習
俗
の
有
無
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

世
襲
的
身
分
を
享
受
す
る
た
め
、
琉
球
の
士
族
層
で
は
家
統
の
断
絶
を
避
け
る
こ
と

が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
の
で
、
弟
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
家
統
を
嗣
げ
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
全
く
困
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
父
か
ら
す
る
と
嫡
子
が
変
わ
り
、

弟
か
ら
す
る
と
兄
の
替
わ
り
に
「
父
の
統
」
を
嗣
い
だ
の
で
あ
っ
て
、
兄
弟
間
の
継

承
を
世
代
交
替
と
見
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
識
は
、
世
代
の
尊
卑
を
上
下

で
示
す
系
図
に
お
い
て
横
の
ラ
イ
ン
で
兄
弟
を
結
ん
で
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て

い
る

）
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。
近
世
琉
球
の
士
族
層
で
も
「
兄
弟
同
昭
穆
論
」
の
よ
う
な
観
念
が
必
要
に
応

じ
て
受
容
さ
れ
、
順
養
子
と
い
う
選
択
肢
の
必
要
性
が
低
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
順
養
子
に
よ
る
継
承
に
つ
い
て
は
、
家
譜
の
紀
録
部
分
だ

け
で
な
く
、
跡
目
僉
議
な
ど
の
史
料
も
加
え
幅
広
く
調
査
・
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

　

な
お
、
君
主
た
る
国
王
の
場
合
に
は
、
即
位
の
序
列
と
い
う
継
承
と
は
別
の
価
値

観
が
あ
り
、兄
弟
や
従
兄
弟
が
同
一
世
代
の
続
柄
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
て
も
、

そ
こ
に
明
確
な
序
列
を
つ
け
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
王
の
子
孫
が
王
子
家
・
按
司
家

へ
と
身
分
が
降
下
し
て
い
く
一
方
、
王
と
な
る
息
子
を
遺
し
た
世
子
は
王
位
に
即
か

ず
と
も
王
統
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
系
譜
と
宗
廟
祭
壇
の
双
方
で
王
に
準
ず
る
扱
い

を
受
け
た
。
ま
た
、
世
子
で
あ
っ
て
も
夭
折
し
た
者
は
、
次
の
世
子
と
は
異
な
る
扱

い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

近
世
琉
球
に
お
け
る
宗
廟
祭
祀
の
展
開
と
密
接
に
関
連
す
る
の
が
第
二
尚
氏
自
身

の
王
統
観
念
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
中
山
世
譜
』
が
成
立
し
た
尚
敬
王
の
時
代
に

は
、
宗
廟
制
度
が
整
備
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
は
中
国
の
法
式
も
意
識
し
た
廟
議
が

展
開
し
た
。そ
の
近
世
琉
球
の
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

一
八
世
紀
前
半
の
時
期
に
遡
り
、
廟
議
と
『
中
山
世
譜
』
に
お
け
る
系
譜
意
識
と
関

連
づ
け
な
が
ら
検
討
す
る
べ
き
で
あ
り
、
別
稿
に
て
論
究
し
た
い
。
そ
の
際
に
留
意

す
べ
き
は
、
琉
球
側
の
史
料
の
範
疇
の
み
で
認
識
を
集
約
す
る
の
で
は
な
く
、
礼
学

的
根
拠
や
内
外
の
政
治
的
社
会
的
背
景
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
論
点
を
踏
ま
え
た
考
察

を
加
え
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
拙
稿
「
琉
球
王
朝
末
期
の
廟
議
―
寝
廟
と
太
廟
の
神
主
配
置
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』

四
七
、二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
２
）
前
稿
、「
尚
家
文
書
『
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
』
の
研
究
（
上
）」
は
『
琉

球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
七
集
（
二
〇
二
〇
年
九
月
）
に
掲
載
。

（
３
）
蔡
徳
晋
の
「
兄
弟
同
昭
穆
論
」
は
、そ
の
主
著
『
礼
儀
本
義
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
秦
蕙
田
の
蔡
徳
晋
と
そ
の
先
学
徐
乾
学
に

対
す
る
所
見
は
、「
御
廟
之
図
」
に
お
け
る
抜
粋
部
分
で
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
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検
討
は
別
の
課
題
と
な
る
。

（
４
）
十
三
経
注
疏
、
唐
・
徐
彦
（
疏
）『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
一
八
巻
を
参
照
。

（
５
）
十
三
経
注
疏
、東
晋
・
范
寧
（
集
解
）『
春
秋
穀
梁
伝
注
疏
』
一
四
巻
、伝
「（
成
公
十
五
年
）

三
月
乙
巳
仲
嬰
齊
卒
。
此
公
孫
也
。
其
曰
仲
何
也
」。
集
解〈
此
蓋
仲
遂
之
子
、拠
実
公
孫
〉。

伝
「
子
由
父
疏
之
也
」。
集
解
〈（
范
）
雍
曰
父
有
弑
君
之
罪
、
故
不
得
言
公
子
、
父
不
言

公
子
、
則
子
不
得
称
公
孫
、
是
是
疏
之
罪
由
父
故
。
釈
曰
「
宣
十
八
年
、
公
孫
帰
父
如
晋
」。

帰
父
亦
襄
仲
之
子
。
何
以
不
疏
者
、
卒
則
身
之
終
。
今
嬰
齊
之
卒
、
当
継
於
父
、
父
既
被

疏
、
故
子
亦
当
略
。
帰
父
則
奉
命
出
使
使
奔
之
、
故
具
名
氏
以
恩
録
也
。
帰
父
還
不
氏
者

以
明
由
上
也
。
公
羊
以
為
仲
嬰
齊
何
以
不
称
公
孫
、
以
帰
父
既
是
兄
、
公
孫
嬰
齊
為
帰
父

後
、
為
人
後
者
則
為
之
子
、
故
不
称
公
孫
。
与
穀
梁
異
〉。

（
６
）
魯
の
成
公
の
時
代
に
お
け
る
「
子
叔
聲
伯
」
と
い
う
人
物
の
没
年
は
『
春
秋
』
成
公

十
七
年
の
経
文
「（
十
一
月
）
壬
辰
、
公
孫
嬰
齊
卒
于
貍
脤
」
で
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
公

孫
嬰
齊
は
成
公
十
五
年
に
死
ん
だ
者
と
は
別
人
で
あ
り
、顧
炎
武
は
帰
父
と
見
な
す
。『
日

知
録
』
巻
四
、「
仲
嬰
齊
卒
」
を
参
照
。

（
７
）「
為
人
後
者
為
之
子
」、
此
語
必
有
所
受
、
然
嬰
齊
之
為
後
、
後
仲
遂
、
非
後
帰
父
也
。

以
為
為
兄
後
則
非
也
。
伝
拘
於
「
孫
以
王
父
字
為
氏
」
之
説
、
而
以
嬰
齊
為
後
帰
父
、
則

以
弟
後
兄
、乱
昭
穆
之
倫
矣
非
也
。
且
三
桓
亦
何
愛
於
帰
父
而
為
之
立
後
哉
。(
『
日
知
録
』

巻
四
、「
仲
嬰
齊
卒
」）

（
８
）『
春
秋
』
隠
公
元
年
、
経
「
春
、
王
正
月
」。
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
二
、

左
氏
伝
「
不
書
即
位
摂
也
」。
同
十
一
年
、
同
書
巻
四
、
経
「
冬
、
十
有
一
月
壬
辰
、
公
薨
」。

同
上
巻
四
、
左
氏
伝
「
不
書
葬
、
不
成
喪
也
」。『
史
記
』
巻
三
二
・
斉
太
公
世
家
、
同
巻

三
三
・
魯
周
公
世
家
も
参
照
。

（
９
）『
日
知
録
』
巻
四
、「
母
弟
称
弟
」。

（
10
）
司
馬
遷
は
「
穏
桓
之
事
、
襄
仲
殺
適
立
庶
。
三
家
北
面
為
臣
、
親
攻
昭
公
、
昭
公
以
奔
。

至
其
戾
楫
譲
之
礼
則
従
矣
、
而
行
事
何
其
也
」（『
史
記
』
巻
三
三
、
魯
周
公
世
家
）
と
述

べ
、
魯
に
お
け
る
礼
の
尊
重
と
実
際
の
行
状
と
の
乖
離
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
、
議
状
、「
祧
廟
議
状
并
図
」。

（
12
）
宋
朝
の
系
図
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
北
宋
の
廟
議
―
宗
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
」（『
琉

球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
四
集
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
の
【
系
図
１
】
を
参
照
。
こ
の

系
図
の
末
代
で
は
、
嫡
庶
の
序
で
は
な
く
出
生
順
に
配
列
し
て
い
る
。

（
13
）
李
心
伝
（
撰
）『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
二
「
太
祖
正
東
嚮
之
位
」、
同
「
九
廟

七
廟
之
制
」
を
参
照
。

（
14
）
注（
12
）前
掲
拙
稿
参
照
。

（
15
）
前
注
拙
稿
参
照
。
朱
熹
の
「
祧
廟
議
状
并
図
」
に
対
す
る
秦
蕙
田
と
万
斯
大
の
評
言
と

し
て
、
以
下
の
一
文
を
参
照
。「
蕙
田
案
、
東
漢
明
・
章
廟
制
、
古
今
一
大
更
易
也
。
五

帝
不
相
沿
楽
、
三
王
不
相
襲
礼
、
時
移
事
異
、
実
有
不
能
尽
合
古
人
之
勢
、
由
後
観
之
、

殆
如
封
建
・
井
田
之
難
復
矣
。
朱
子
拠
経
以
立
論
、
乃
尊
祖
敬
宗
之
大
義
。
丘
氏
権
宜
以

定
規
亦
準
今
酌
古
之
深
心
也
。
宗
充
案
、
礼
時
為
大
、
但
要
根
本
不
失
制
度
、
即
稍
稍
従

時
亦
不
妨
。
朱
子
亦
謂
、
復
有
聖
賢
出
、
必
別
有
規
模
、
不
用
前
人
硬
本
子
也
。
然
廟
制

不
比
封
建
・
井
田
。
封
建
・
井
田
必
合
天
下
以
定
規
、
則
古
今
異
勢
、
一
時
誠
有
所
難
挽
。

若
廟
制
只
就
一
方
営
搆
、
雖
不
免
労
民
動
衆
、
而
所
費
尚
非
不
訾
。
後
世
如
景
霊
宮
・
玉

清
宮
之
類
、
不
惜
金
銭
千
百
万
、
只
移
一
宮
之
費
、
以
建
七
廟
而
有
余
矣
」（『
五
礼
通
考
』

巻
七
八
）。

（
16
）
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
（
写
）『
旧
琉
球
藩
評
定
所
書
類
目
録
』（
一
九
〇
三

年
）
に
は
、「
尚
穆
様
御
神
主
御
入
廟
并
玉
御
殿
御
塚
屋
引
取
候
日
記
」（
第
八
二
七
号
、

一
七
九
六
年
）、「
宗
廟
御
祭
之
時
御
次
第
」（
第
一
八
五
四
号
、
年
代
不
明
）
な
ど
の
文

献
名
が
見
え
る
が
現
存
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
目
録
が
評
定
所
の
す
べ
て
の
重
要

書
類
を
著
録
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
尚
真
王
の
祭
壇
の
撤
去
が
な
さ
れ
た
の
な
ら
、

関
連
す
る
僉
議
の
一
件
記
録
が
作
成
・
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
17
）
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
先
王
廟
と
宗
廟
に
お
け
る
昭
穆
観
念
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀

要
』
九
一
集
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
の
【
図
６
】（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
提
供
）
を
参
照
。
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前村　佳幸：尚家文書「周九廟之図并円覚寺御廟之図」の研究（下）

（
18
）
普
請
奉
行
所
筆
者
と
し
て
施
行
監
督
に
当
た
っ
た
兼
島
筑
登
之
親
雲
上
に
対
す
る
、
道

光
二
五
年
（
一
八
四
五
）
三
月
十
四
日
の
褒
賞
書
（「
葉
氏
家
譜
」
九
世
兼
栄
）
を
参
照
。『
那

覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
８
家
譜
史
料
四
（
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
、一
九
八
三
年
）、

七
四
四
頁
。

（
19
）【
図
1-1
】～【
図
1-11
】
は
、
注（
２
）前
掲
拙
稿
掲
載
。

（
20
）『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』。『
朱
子
全
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
）
収
録
。
閩
本
は
宋
・
咸
淳
元
年
（
一
二
六
五
）
建
安
書
院
刻
の
宋
元
明
逓

修
本
で
北
京
大
学
図
書
館
・
上
海
図
書
館
所
蔵
。
浙
本
は
宋
刻
元
明
逓
修
本
で
北
京
の
中

国
国
家
図
書
館
蔵
。
閩
本
は
中
華
再
造
善
本
と
し
て
線
装
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
天
理

大
学
天
理
図
書
館
に
て
閲
覧
）。
浙
本
は
未
見
。

（
21
）
校
訂
本
の
『
朱
熹
集
』（
四
川
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
で
は
、
図
は
底
本
の
嘉

靖
一
一
年
刊
本
を
影
印
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
版
本
は
国
内
で
は
宮
内
庁
書
陵
部
、
内
閣

文
庫
、
尊
経
閣
文
庫
、
静
嘉
堂
文
庫
な
ど
所
蔵
。

（
22
）
閩
本
、
浙
本
、
明
・
天
順
四
年
（
一
四
六
〇
）
刊
本
に
よ
る
と
い
う
。

（
23
）
注（
20
）前
掲
書
、
第
二
三
冊
三
三
六
九
頁
。
淳
熙
本
と
は
、
朱
熹
晩
年
に
成
立
し
た
文

集
（
前
集
巻
一
～
三
、
後
集
一
二
～
一
八
巻
）
を
指
す
。
台
湾
の
國
立
故
宮
博
物
院
蔵
。

そ
の
影
印
本
『
景
印
宋
本
晦
庵
先
生
文
集
』（
一
九
八
二
年
）
に
「
禘
祫
議
」
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
（
天
理
大
学
天
理
図
書
館
に
て
閲
覧
）。

（
24
）
国
内
最
古
は
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の
元
刊
明
成
化
年
間
修
補
本
（
国
立
国
会
図
書
館
関
西

館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
閲
覧
）。
尊
経
閣
文
庫
に
は
明
の
正
徳
刊
本
・
万
暦
刊
本
、
内

閣
文
庫
に
は
朝
鮮
本
『
朱
子
大
全
』
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
康
煕
年
間
の
刊
本
は
同
二
年

が
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
同
二
八
年
が
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
同
五
三
年

が
東
洋
文
庫
に
あ
る
。

（
25
）
乾
隆
一
二
年
（
一
七
四
七
）
の
武
英
殿
刊
本
を
底
本
に
し
た
校
訂
本
（
中
華
書
局
、

二
〇
一
一
年
）。
影
印
本
の
商
務
印
書
館
万
有
文
庫
本
（
一
九
三
五
年
）
も
同
様
で
あ
る
。

（
26
）
武
丁
（
高
宗
）
か
ら
す
る
と
、
高
祖
父
は
祖
乙
、
曾
祖
父
は
祖
辛
、
祖
父
は
祖
丁
で
あ

る
。
五
世
祖
は
河
亶
、
六
世
祖
は
大
戊
（
中
宗
）。
南
庚
は
伯
父
で
は
な
く
族
伯
叔
祖
父
、

沃
甲
は
伯
祖
で
は
な
く
曾
伯
叔
祖
父
（
曾
伯
祖
）
で
あ
る
。
外
壬
・
仲
丁
は
五
世
伯
祖
に

あ
た
り
、
小
甲
と
雍
己
は
六
世
伯
祖
に
あ
た
る
。
な
お
、
後
代
の
服
制
で
は
、
高
祖
父
以

前
に
分
岐
し
た
宗
族
成
員
は
五
服
の
対
象
外
で
あ
る
。

（
27
）『
文
献
通
考
』
に
も
諸
本
あ
り
、
元
刻
明
修
本
（
静
嘉
堂
文
庫
）、
朝
鮮
銅
活
字
本
（
宮

内
庁
書
陵
部
）、
そ
し
て
明
・
正
徳
年
間
刊
の
愼
獨
齋
本
（
天
理
大
学
天
理
図
書
館
、
国

立
国
会
図
書
館
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
の
他
に
嘉
靖
・
万
暦
・
崇
禎
年
間
の
刊

本
が
内
閣
文
庫
に
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
「
朱
子
周
時
祫
図
」
も
照
合
し
た
上
で
武
英
殿
刊

本
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
28
）
注（
２
）前
掲
拙
稿
三
～
四
頁
、「
周
時
祫
図
」
部
分
参
照
。

（
29
）「
琉
球
国
中
山
王
世
孫
尚
灝
為
報
父
喪
籲
賜
具
題
以
守
藩
職
事
」
に
対
す
る
咨
文
（『
歴

代
寶
案
』
第
二
集
巻
九
八
第
一
一
号
、
嘉
慶
八
年
九
月
十
三
日
）。

（
30
）皇
帝
勅
諭（
同
右
第
二
集
巻
一
〇
三
第
〇
三
号
、嘉
慶
一
三
年
八
月
初
一
日
）。校
訂
本『
歴

代
寶
案
』
第
八
冊
（
濱
下
武
志
校
訂
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
）、
五
六
一
頁
。

（
29
）
は
四
一
七
頁
を
参
照
。

（
31
）
尚
灝
の
家
統
だ
け
の
祭
壇
は
、
尚
泰
の
玄
孫
が
祭
主
と
な
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
実
現

す
る
。
注（
１
）前
掲
拙
稿
一
八
九
頁
【
図
12
】
を
参
照
。

（
32
）
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
父
系
家
統
継
承
原
理
に
お
け
る
〝
異
例
〟
の
考
察
」（『
琉
球
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
九
〇
集
、
二
〇
一
七
年
二
月
）。

〔
附
記
〕
本
稿
はJ

S
P

S

科
研
費
（J

P
16K

03021, J
P

20K
00940

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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A Study on The Figures and Texts of Syu Dynastical Kyubyo and Onbyo in 

Ryukyu’s Enkaku-ji from the Sho Family Collection （PartsⅠandⅡ）

Yoshiyuki MAEMURA

Summary

　Sho Sei, an infant ruler of Ryūkyū, died immediately after acceding to the throne in 1803 in 

Syuri. Subsequently, Sho Kou, Sho Sei’s father’s youngest brother, succeeded to the throne as Sho 

Sei had no brothers. Since then, Sho Kou, his son, and his grandson were conferred the peerage of 

the King of the Ryūkyū Kingdom or the King of Chūzan of the State of Ryūkyū by the Emperor of 

China. Thus, the Ryūkyū Kingdom could have continued in such a way until the so-called Ryūkyū 

annexation, a part of the abolition of feudal domains and the establishment of prefectures by the 

Meiji Government.

　However, because the line of succession to the throne moved from the older brother （Sho Sei’s 

father） to the younger brother （Sho Kou） and the person in the parental generation succeeded to the 

throne, problems were created for the religious services in Tai Miao （Onbyo）. 

　Tai Miao is a central place for Chinese-style ancestor worship. There are two main criteria in 

ancestor worship: one is the order of the enthronement and the other is the generational shift. 

When a king’s son succeeds to the throne, ancestral rites are held without any obstacles. However, 

if an uncle succeeds to the throne where the son of his older brother should have succeeded, a court 

dispute arises regarding the fair treatment of memorial tablets enshrined in the ancestral temple. 

Some people consider the former criterion （order of the enthronement） as the most important 

because the king’s role is to govern the people of every generation. Regarding the latter criterion 

（the generational shift）, it is necessary to recognize that the lineal descendant of Sho Kou is Sho 

Sei. Here, Sho Sei’s memorial tablet is placed under Sho Kou’s when Sho Kou’s descendants perform 

religious ceremonies. Therefore, this unprecedented succession raised discussions in Ryūkyū in the 

19th century about the appropriate manner of rites in this situation. In the discussions, many cases 

in ancient China were examined. 

　This study investigates all texts and figures in document No. 23 in the Sho Family Collection 

（Sho-ke-monjo） to understand the rituals of ancestor worship in the last years of the second Sho 

dynasty. It was difficult to examine the document precisely without referring to Chinese historical 

discussions about Chinese-style religious services for ancestral mausoleums in the Shang and Zhou 

（Shu） dynasties. This includes commentaries on Confucian classics and some conferences held in 

the imperial court in the Eastern Jin, Tang, and Song dynasties as well as the studies of Chinese 

scholars from the Qing dynasty. Through Chinese-style religious services for ancestral mausoleums, 

we can clarify the political and cultural differences among various areas of East Asia. It is important 

to understand that political systems in East Asia consisted of different types of elites, who were the 

hereditary vassals of a feudal lord in Japan or high-ranking government officials who had passed 

imperial examinations in China.
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